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１ はじめに 

我が国の公営企業は、水道水・工業用水の提供や下水の処理、公共輸送の確保、医療

の提供をはじめとして、地域住民の暮らしを支える重要な役割を担っているが、急速な

人口減少等に伴うサービス需要の減少や保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到

来等により、その経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化の取組が求められ

ている。 

このような中、総務省では、平成 26 年８月に「公営企業の経営に当たっての留意事

項について」、さらに平成 28 年１月に「「経営戦略」の策定推進について」の２つの

通知を発出し、各地方公共団体に対して、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を

継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の必要性を示すとと

もに、平成32年度までの策定を要請している。 

この要請を受け、平成 29 年度末現在、約半数に当たる 3,245 事業（47.9％）が経営

戦略の策定を終え、これに基づく経営健全化に向けた取組を進めている一方、策定期限

が迫る中、残る半数の事業について確実な策定が求められている。 

また、既に策定後一定期間を経た事業の中には次期改定に向けた動きも出てきてお

り、それらの事業については、改めてそれまでの取組の分析評価等の検証を行い、その

結果を踏まえた取組の再検討や将来の収支見通しに係る試算精度を高めるなど、質の高

い見直しが求められるところである。 

こうした状況を踏まえ、経営戦略未策定の団体・事業に対して策定に向けた取組を更

に促進するとともに、策定済みの団体・事業に対してもより質を高める見直しを促進し、

もって公営企業の将来にわたる安定的な事業経営の実現に資するため、総務省は地方公

共団体金融機構の協力を得て平成30年10月より「経営戦略策定支援等に関する調査研

究会」を開催し、学識経験者や公認会計士、地方公共団体において公営企業の経営に携

わる方に意見を伺いつつ、それらを効果的に促進するための支援策等について検討を行

った。 

本報告書は、３回にわたる研究会での各委員からの意見や指摘等を踏まえ、上記に係

る方策案を提言の形で取りまとめたものである1。 

                                                                                       
1病院事業については、別途、独自の経営改革を引き続き推進すべく、平成27年３月に発出した「新公立病院

改革ガイドライン」（平成27年3月31日付総財準第59号、総務省自治財政局長通知「公立病院改革の推進

について」により提示したもの）を踏まえ策定した新公立病院改革プランをもって経営戦略の策定と取り扱う

こととしているため、本研究会で取り扱う経営戦略の策定対象事業からは除かれている。  
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２ 現状 

（１） 公営企業を取り巻く環境の変化と企業経営の現状 

① 急速な人口減少とサービス需要の減少等 

我が国の人口は、総務省｢国勢調査｣によると、少子高齢化の進行により、平成22

（2010）年の１億2,806万人をピークに減少局面に入っている状況である。 

また、我が国の将来の人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所の｢日本の将来

推計人口（平成29年推計）｣によると、総人口は2040年には１億1,092万人、2065

年には8,808万人まで減少すると見込まれており、これは平成28（2016）年の総人

口１億2,693万人の30.6％減に相当する（図表１）。 

 

図表１ 我が国の人口推移 

 

こうした人口減少に伴い、公営企業の経営は年々厳しさを増している。公営企業

全体としての料金収入は、平成17年度をピークに緩やかな減少傾向が続く状況とな

っており(図表２)、この主な要因の一つは我が国人口の減少に伴うサービス需要の

変化にあると考えられる。上水道事業の全国の有収水量2についても、2065年にはピ

ーク時に比べ約４割減の2,200万㎥/日になると推計されている(図表３)ことから、

このような大幅な有収水量の減少を踏まえた適切な料金水準の見直しなしでは経営

が成り立たなくなることが想定される。 

                                                                                       
2 料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量 

（出典）平成29年版高齢社会白書（内閣府）をもとに総務省で加工
2015 年までは総務省「国勢調査」、2016 年は総務省「人口推計」（平成28 年10 月1 日確定値）、2020 年以降は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（平成29年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

2016年→2065年
▲3,885万人（▲30.6%）
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図表３ 水道事業の将来の需要水量（上水道事業） 

 

 

 

 

図表２ 料金収入の推移 

出典：地方公営企業決算状況調査 
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【推計方法】
①給水人口：日本の将来推計人口（平成29年推計）に上水道普及率（Ｈ27実績94.4％）を乗じて算出した。
②有収水量：家庭用と家庭用以外に分類して推計した。

家庭用有収水量＝家庭用原単位×給水人口
家庭用以外有収水量は、今後の景気の動向や地下水利用専用水道等の動向を把握することが困難であることから、家庭用有収水量の推移に準じて推移するものと考え、
家庭用有収水量の比率（0.310）で設定した。

③高位、低位は、日本の将来推計人口の死亡低位仮定出生高位（高位）、死亡高位仮定出生低位（低位）に変更した場合の推計結果である。

※ 厚生労働省作成資料を一部加工

○ 日本の人口変動や、節水機器の普及等による家庭での一人当たりの使用水量の減少により、有収水
量は平成12年（2000年）をピークに減少しており、50年後（2065年）にはピーク時より約４割減少。

○ 水道事業は、原則水道料金で運営（独立採算制）されているが、人口減少に伴い料金収入も減少

し、水道事業の経営状況は厳しくなってくる。

2065年
2,200万m3/日

ピーク2000年
3,900万m3/日

有収水量

有収水量
推計値
実績値
高位（参考）
低位（参考）
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○ 2050年までに、現在、人が居住している地域の約２割が無居住化。
○ 全国を「１km２毎の地点」でみると、現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下に。

出典：国土交通省国土政策局 「国土のグランドデザイン2050 参考資料」（平成26年7月4日公表）
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○ これまで３度、地方から大都市（特に東京圏）への人口移動が生じてきた。
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（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」に基づき内閣官房まち・ひと・しごと創生事務局が作成。
（注）上記の地域区分は以下の通り。
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来推計人口（平成24年1月推計）」より作成。
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図表10 処理場の年度別供用箇所数、管路施設の年度別管理延長 

    

         

また、こうした老朽施設の更新投資に加え、災害・危機管理対策の必要性が挙げ

られる。近年、地震や風水害など過去に例のない大きな災害が頻発している中、予

め災害を想定し管路や施設・設備に対する耐震化等を進めることは地域住民の生活

を守る上での喫緊の課題である。 

④ 公営企業の経営状況 

以上のとおり、公営企業を取り巻く環境が厳しくなる中、現在の経営形態を前提

とした経営改善の取組だけでは将来にわたる住民サービスを確保することが困難と

なる懸念も生じており、これまでにも増して経営環境の変化に適切に対応し、経営

改革に取り組むことが求められる。 

こうしたことを踏まえ、現在の公営企業の経営状況について平成29年度決算を見

ると、事業数は平成29年度末現在において8,398事業で、前年度（8,534事業）と比

較すると136事業、1.6％減少している(図表11)。 

また事業別にみると、下水道事業が最も多く、次いで水道事業となっている（図

表12）。 

 管路施設の年度別管理延長（H28年度）
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（※）平成16年度から調査開始（「地方公営企業の経営の総点検について」（平成16年４月13日付け総務省自治財政局公営企業課長通知）に基づくもの）
（※）（）内の数値は、平成21年4月2日から平成26年4月1日の実績で内数。
（※）包括的民間委託については、平成24年4月2日から平成26年4月1日の実績。
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観光施設その他 ５８ （３１） 病院 ３０ （１３） 病院 １５ （３） 観光施設その他 １７８ （４７）

介護 ５５ （３３） 観光施設その他 ２５ （８） 水道 １０ （４） 駐車場 １５７ （２３）

病院 ４９ （２６） 交通 ２４ （７） 観光施設その他 ４ （０） 病院 ７４ （１８）
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駐車場 ２２ （１８） 電気 ９ （５） 港湾整備 ２ （０） 下水道 ３３ （２）
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交通 ７ （５） と畜場 ４ （３） 駐車場 １ （０） 簡易水道 ８ （１） 県・政令市等

電気 ７ （４） 宅地造成 ３ （２） 宅地造成 ７ （０） １１

下水道 ９ （８） 工業用水道 １ （０） 水道 ４ （１） 水道

市場 ７ （６） 港湾整備 １ （０） 工業水道 ２ （１） 工業用水道

港湾整備 ５ （３） 交通 ２ （１） 下水道

工業用水道 ２ （２） 簡易水道

有料道路 １ （０） 港湾整備

            ７
            １

８７事業

包括的民間委託
（導入数）

          ３５

市町村等

７６

　　　　 ４２
            ２

３０（１０）

市町村等

　１８（１４）

市町村等 市町村等

６５５（１４８）

市町村等

３３３（２２１）

市町村等

２３０（９８）

３６８事業（２４０事業） ２７２事業（１１８事業） ５９事業（１５事業） ４３法人（３２事業）７７６事業（１７２事業）

事業廃止 民営化・民間譲渡 PFI 公営企業型指定管理者制度
（平成16年度(※)からの実施数） （平成16年度(※)からの実施数） （導入数） 地方独立行政法人（導入数）（導入数）

出典：総務省公営企業課調査
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公営企業の「見える化」

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃止

投資・財政計画（基本10年以上）の策定

人材確保、
組織体制の整備

新技術、ＩＣＴの
活用

公営企業会計の適用拡大 経営比較分析表の作成・公表

抜本的な改革の検討経営戦略の策定・公表・PDCA

広域化等・
民間活用

○ 急激な人口減少等に伴う料金収入の減少

○ 施設の老朽化に伴う更新需要の増大

○ 民間活用の推進等に伴い職員数が減少する中、人材の確保・育成が必要

○ 特に中小の企業では、現在の経営形態を前提とした経営改革の取組だけでは、将来にわたる住民サービスを

確保することが困難となる懸念

相互に反映

・ 公営企業が行っている事業の意義、必要性等を検証し、今後の
方向性について検討

・ 経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、
経営基盤を強化し、財政マネジメントを向上

・ 中長期の視点に立った人口減少の推計等を踏まえた、アセット
（ストック）マネジメントの成果や将来需要予測を反映させなが
ら、当面の10年以上の投資・財政計画を策定

・ PDCAサイクルにより必要な見直しを図る

・抜本的な改革や経営戦略に、より的確に取り組むため、経営・資産等を正確に把握、各種経営指標を活用

更なる経営改革の推進

さらに厳しい経営環境

投資試算 財源試算

（計画期間内に収支ギャップを解消する）

 事業そのものの必要性
 公営で行う必要性

 事業としての持続可能性

 経営形態

民営化・民間譲渡

広域化等

民間活用
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この公営企業の更なる経営改革の支柱の一つである経営戦略は、「各公営企業が、

将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画」と

位置づけられており、長期の人口減少推計等に基づく将来の需要予測等を踏まえた

合理的な投資額の推計である「投資試算」と、料金、企業債、一般会計繰出金等の

収入の将来推計である「財源試算」とにより収支均衡が図られる形で「投資・財政

計画」を策定するものである。この際、収支ギャップ（いわゆる赤字額）が生じる

場合にはその解消を図るため、広域化等の抜本的な改革を含む経営健全化の取組を

盛り込むことが必要となる。 

経営戦略の投資・財政計画は10年以上を基本として策定し、毎年度進捗管理を行

うとともに計画と実績の乖離の検証を行って、３～５年ごとに検証結果に基づく取

組の見直しなどを反映した改定を行うこととされており、経営戦略は、こうしたＰ

ＤＣＡサイクルを通じて経営基盤強化と財政マネジメント向上を図るための有効な

ツールと位置づけられるとともに、経営状況の「見える化」により経営健全化に向

けた住民・議会との議論の契機となるものである(図表19)。 

 

図表19 経営戦略イメージ 

 

 

公営企業の経営戦略の必要性は、経済財政諮問会議でも公営企業の経営改革を議

題とする中でたびたびとりあげられ、平成32年度までの「経済・財政再生計画」（経

済財政運営と改革の基本方針20156（平成27年６月30日閣議決定）第３章をいう。

以下同じ。）において「経営戦略の策定を通じ、経営基盤強化と財政マネジメント

の向上を図る。」こととされ、更に「経済・財政再生計画改革工程表7」（平成 27

                                                                                       
6内閣府ＨＰ https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2015/decision0630.htmlを参照 
7内閣府ＨＰ https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/shiryo_01-1-2.pdfを参照 

投資・財政計画の策定

その他の経営基盤強化
の取組（ＩＣＴ活用等）

○ 料金、企業債、一般

会計繰出金等の水準

の見直し 等

財源試算

 経営基盤強化と財政マネジメントの向上のツール
 経営健全化に向けた議論の契機とするため住民・議会に対して「公開」

経営戦略 [イメージ]

組織,人材,定員,
給与の適正化

（計画期間は基本１０年以上）

収支ギャップが生じた場合には

その解消を図る

○ 長期の人口減少推計を
踏まえた将来の需要予測
等に基づく合理的な投資額
の設定

○ 長寿命化等による平準化
等

投資試算

中長期（30年程度以上）
を見通した

アセット（ストック）マネジメント

資産管理

反映

計
画
期
間
内
の

収
支
均
衡

反映

・広域化等
・指定管理者制度、包括的民間委託
・ＰＰＰ／ＰＦＩ等 等

毎年度、進捗管理

計画と実績の乖離の
検証

 ３～５年ごとの見直し

PDCAサイクル
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行的に実施している。 

本研究会の開催までに講習会を終えた６ブロックにおける参加者総数は 596 名、

未策定団体からの出席率は1,062団体中310団体、29.2％となっている(図表20)。 

 

図表20 平成30年度経営戦略策定実務講習会の概要 

 

（３） 経営戦略の策定状況の整理・分析 

① 経営戦略の策定状況について 

総務省は、毎年度、経営戦略の策定状況の調査・公表を行っており、平成30年３

月末日現在における策定状況を見ると、策定済みは3,245事業、全体の47.9％とな

っている。 

また、平成30 年度から32 年度までに策定予定と回答された事業と合わせ、策定

期限である平成 32 年度には 6,435 事業、全体の 95.0％が策定を完了する予定とな

っている。 

事業別に見ると、比較的策定の進んでいる水道事業において 802 事業、43.3％、

下水道事業において 2,284 事業、63.9％が策定済みとなっている一方、全国的に実

施件数が多くない、地域偏在の高い事業については、策定率が一桁台にとどまって

いる状況である。なお、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第２条の規定に

より、同法の規定の全部が当然に適用される工業用水道事業、交通事業、電気事業、

ガス事業については、全国的には実施件数は低いものの、その他の事業に比較して

やや策定の取組が進んでいる(図表21)。 

 

１．概要

目 的：総務省では投資水準の見直しや必要な財源の確保、組織効率化・人材育成、広域化等・民間活用、ICTの活用などの取組方針を反映
した投資・財政計画を中心に、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を
図ることを要請しているが、経営戦略の意義や必要性を改めて説明するとともに、策定済先行事例の紹介、策定に係る演習等を通じた
経営戦略の策定推進を目的とする。

主 催：総務省と地方公共団体金融機構との共催

プログラム：

【講演形式】①経営戦略策定の意義や必要性について総務省担当者から、②先進事例紹介について開催地自治体担当者から講演

【演習形式】参加者を４～６名のグループに分け、策定練習（①投資・財政計画の推計、②収支ギャップ解消・効果の試算）

及び③個別相談を有識者を講師として実施

２．開催状況

※ 未策定団体の出席率はブロック単位で算出

※ 他に福井県、広島県での開催を調整中

ブロック 開催地 開催日 講師名 事例紹介団体 参加人数 未策定団体の出席率
（出席団体／未策定団体）

北海道ブロック 北海道 8月7日 遠藤 誠作 氏 北海道中空知広域水道企
業団

90名 39.1% （47団体/120団体）

東北ブロック 福島県 9月12日 渡邉 浩志 氏 福島県本宮市 63名 22.3% （34団体/152団体）

関東ブロック 神奈川県 7月26日 遠藤 誠作 氏 山梨県山梨市 149名 25.7% （72団体/280団体）

中部・東海ブロック 愛知県 9月3日 渡邉 浩志 氏 愛知県豊田市 118名 28.9% （71団体/245団体）

九州ブロック 鹿児島県 8月28日 渡邉 浩志 氏 鹿児島県鹿児島市 108名 27.6% （61団体/221団体）

沖縄ブロック 沖縄県 10月2日 渡邉 浩志 氏 沖縄県糸満市 68名 56.8% （25団体/44団体）
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公営企業の経営戦略の策定状況（平成30年3月31日現在） （単位：事業）

802 (43.3%) 438 (23.7%) 552 (29.8%) 1,792 (96.8%) 60 (3.2%) 1,852 (100.0%)

う ち 上 水 道 579 (43.8%) 338 (25.6%) 376 (28.5%) 1,293 (97.9%) 28 (2.1%) 1,321 (100.0%)

うち簡易水道 223 (42.0%) 100 (18.8%) 176 (33.1%) 499 (94.0%) 32 (6.0%) 531 (100.0%)

61 (40.7%) 22 (14.7%) 61 (40.7%) 144 (96.0%) 6 (4.0%) 150 (100.0%)

14 (17.1%) 22 (26.8%) 38 (46.3%) 74 (90.2%) 8 (9.8%) 82 (100.0%)

23 (25.0%) 11 (12.0%) 46 (50.0%) 80 (87.0%) 12 (13.0%) 92 (100.0%)

12 (52.2%) 3 (13.0%) 7 (30.4%) 22 (95.7%) 1 (4.3%) 23 (100.0%)

2 (2.2%) 7 (7.5%) 76 (81.7%) 85 (91.4%) 8 (8.6%) 93 (100.0%)

7 (4.7%) 12 (8.1%) 111 (75.0%) 130 (87.8%) 18 (12.2%) 148 (100.0%)

0 (0.0%) 5 (10.9%) 33 (71.7%) 38 (82.6%) 8 (17.4%) 46 (100.0%)

17 (7.1%) 23 (9.7%) 168 (70.6%) 208 (87.4%) 30 (12.6%) 238 (100.0%)

17 (5.7%) 26 (8.8%) 178 (60.1%) 221 (74.7%) 75 (25.3%) 296 (100.0%)

6 (3.4%) 17 (9.6%) 131 (74.0%) 154 (87.0%) 23 (13.0%) 177 (100.0%)

2,284 (63.9%) 394 (11.0%) 809 (22.6%) 3,487 (97.6%) 87 (2.4%) 3,574 (100.0%)

3,245 (47.9%) 980 (14.5%) 2,210 (32.6%) 6,435 (95.0%) 336 (5.0%) 6,771 (100.0%)

事業数（構成比）

策定済

要請期間内に策定予定

小計
策定予定年度

未定
合計うちH30年度に

策定予定
うちH31～32年度に

策定予定

事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比）

下 水 道

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

合 計

経営戦略の策定状況 〔人口規模別〕（平成30年３月31日現在） （単位：団体）

1,561 (51.9%) 1,019 (48.8%) 288 (41.5%) 187 (39.4%) 190 (37.7%) 3,245 (47.9%)

1,447 (48.1%) 1,071 (51.2%) 406 (58.5%) 288 (60.6%) 314 (62.3%) 3,526 (52.1%)
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平成29年度中に経営戦略を策定予定だった事業
（平成29年度経営戦略の策定状況等に関する調査より）

（単位：事業）

632 (100.0%) 295 (46.7%) 337 (53.3%)

平成29年度中の
策定予定事業
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図表24 経営戦略の策定が進まない理由及び分析 

（単位：事業）

事業数 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比)

60 27 (38.0%) 14 (19.7%) 8 (11.3%) 5 (7.0%) 13 (18.3%) 15 (21.1%) 16 (22.5%)

う ち 上 水道 28 10 (34.5%) 7 (24.1%) 0 (0.0%) 3 (10.3%) 7 (24.1%) 6 (20.7%) 6 (20.7%)
事業施設の建設中のため。

うち簡易水道 32 17 (40.5%) 7 (16.7%) 8 (19.0%) 2 (4.8%) 6 (14.3%) 9 (21.4%) 10 (23.8%)
災害対応により、現時点で策定完了時期が見込めないため。

6 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 4 (66.7%)
供用が開始されていないため、供用開始の目処が立った段階
で改めて検討を行うため。

8 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (12.5%) 2 (25.0%) 5 (62.5%)
平成32年度までの策定を目指すが、他事業の動向を分析する
など、情報収集に努めている段階であるため。

12 4 (33.3%) 3 (25.0%) 1 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (16.7%) 6 (50.0%)
発電施設建設に向けての調査中であり、本格的に事業を展開
する段階で経営戦略を策定する予定のため。

1 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%)
為替相場や原油市況の影響を受けるため、長期計画の策定
が難しい状況のため。

8 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 5 (55.6%)
平成31年度に起債の償還が終わる予定であり、それ以降も安
定した料金収入が見込まれるため。

18 11 (55.0%) 8 (40.0%) 0 (0.0%) 3 (15.0%) 2 (10.0%) 1 (5.0%) 6 (30.0%)
卸売市場の再整備に向けた整備計画を策定予定であるが、再
整備に係る事業費やスケジュールが決定していないため。

8 4 (50.0%) 4 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (12.5%) 0 (0.0%) 3 (37.5%)
今後、事業の在り方を含めて検討していくため。

30 15 (44.1%) 11 (32.4%) 1 (2.9%) 3 (8.8%) 1 (2.9%) 5 (14.7%) 13 (38.2%)
施設の耐震診断や長寿命化の計画を踏まえた上で検討する
ため。

75 9 (12.0%) 6 (8.0%) 0 (0.0%) 3 (4.0%) 4 (5.3%) 7 (9.3%) 55 (73.3%)
現在、既造成宅地の分譲率が約99％で、僅かに残る未分譲
地の管理が主体であり、今後新規開発の見込みもないため。

23 8 (33.3%) 7 (29.2%) 0 (0.0%) 1 (4.2%) 1 (4.2%) 3 (12.5%) 12 (50.0%)
指定管理者制度を導入しているため、策定の必要性を感じて
いないため。

87 41 (39.0%) 12 (11.4%) 28 (26.7%) 1 (1.0%) 6 (5.7%) 24 (22.9%) 34 (32.4%)
災害対応により、現時点で策定完了時期が見込めないため。

336 120 (32.2%) 66 (17.7%) 38 (10.2%) 16 (4.3%) 31 (8.3%) 62 (16.6%) 160 (42.9%)

※複数回答可であるため、構成比は各事業における合計回答数を分母としている。

②他の計画（既存
の経営計画等）の
終了、見直し等に
あわせて策定する

ため。

③経営戦略策定に
必要な知見・人材
が不足しており、策
定の完了時期を見
込むことができな

いため。

④その他
（④その他の主な理由）

観 光 施 設

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

統廃合・広域化
等、経営形態の見
直しの検討段階で
あり、検討終了後
に策定予定である
ため。

公営企業会計への
移行の検討段階で
あり、移行後（検討
終了後）に策定予
定であるため。

①統廃合・広域
化、公営企業会計
への移行等、経営
形態の見直しを検
討しており、検討終
了後に策定予定で

あるため。

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

合 計

策定予定年度
未定事業数

合計

策定予定年度「未定」の理由

施設整備・事業統
合等により収支が
大きく変動すること
から、変動後の実
績値（見込値）を踏
まえ、策定予定で
あるため。

 

③ 実務講習会における参加者アンケート結果について 

また、先に述べた経営戦略策定実務講習会において、参加者からのアンケートを

実施しており、本研究会での検討の参考とするためその集計結果を取りまとめた(図

表25)。 

まず、経営戦略策定の支障となっている事項に関する設問に対する回答結果は、

｢①策定のための知識不足｣、｢②策定のための人材不足｣が８割を占めている。また、
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最も多く、次いで｢③経営戦略策定のノウハウを持った人材の派遣、実務研修会の実

施｣という順になっている。 
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図表24 経営戦略の策定が進まない理由及び分析 
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最も多く、次いで｢③経営戦略策定のノウハウを持った人材の派遣、実務研修会の実

施｣という順になっている。 
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図表25 経営戦略策定実務講習会参加者アンケート集計結果 

 

 

 

以上のアンケート回答の中で、策定の必要性を感じない理由の中に、経営戦略に

代わる事業計画があることが挙げられていたことを踏まえ、個々の事業において所

管府省から策定を求められている事業計画や個別施設計画11について、経営戦略との

関係を整理した(図表26)。その結果をみると、水道事業における水道事業ビジョン

（個別施設計画）は、盛り込むことを求められている事項が、経営戦略において求

められている事項と同内容、同趣旨と認められるため、水道事業ビジョン（個別施

設計画）を策定すれば、それを経営戦略と見なすことが可能であると考えられる。 

                                                                                       
11 ｢インフラ長寿命化基本計画｣（平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

決定）において、個別施設ごとの｢長寿命化計画｣（個別施設計画）を策定することが期待されている。 

①策定のための知識不足

②策定のための人材不足

③策定のための財源不足

④策定の必要性を感じない

⑤その他

①すでに経営戦略に代わる事業計画があるため

②現状の経営に何も問題が無く、将来的にも安定した経営を

維持できると議会や住民に対して説明ができるため

③国から経営戦略の策定を求められる理由が理解できないため

④近い将来に事業の廃止、統合等を予定・検討しているため

⑤その他

①知識不足
47.5%

②人材不足
32.6%

③財源不足
4.6%

④必要性なし
1.6%

⑤その他
13.6%

総回答数
６６８

３１７

２１８

３１

１１
９１

①計画あり
22.2%

②説明可能
16.7%

③理解不能
11.1%

④廃止等予定
22.2%

⑤その他
27.8%

総回答数
１８

４

３

２
４

５

※主な回答
・法適化を完了させた後、経営戦略に着手する予定である
・簡易水道事業の水道事業への統合など別の業務に取り組んでおり、
経営戦略の策定に取り組む余裕がない

※主な回答
・土地の売却が進んでおり、事業自体が収束しつつあるため
（宅地造成事業）

（１） 経営戦略策定の支障となっている事項

（２） 経営戦略策定の必要性を感じない理由

①経営戦略策定の必要性について、首長や企業管理者等への

国からの更なる説明や強い要請

②経営戦略策定のためのガイドラインの内容や策定手順に

係る説明の充実

③経営戦略策定のノウハウを持った人材の派遣、実務研修会の

実施

④経営戦略策定に係る費用負担に対する地方財政措置の充実

⑤その他

①国の要請
18.5%

②説明の充実
46.1%

③人材派遣・講

習会実施
25.8%

④地財措置
6.8%

⑤その他
2.8%

総回答数
５７７

１４９

２６６

３９
１６

※主な回答
・策定期限（現行の平成３２年度中の策定）の延長
・水道事業、下水道事業以外の各事業に特化した講習会の開催
・策定支援に係る地方交付税措置の平成３２年度までの延長

（３） 経営戦略策定に当たっての国等の支援について

１０７
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説明：〇は経営戦略に盛り込むべき事項と同内容・同趣旨であるもの。
△は内容を補足、充実させることで経営戦略に盛り込むべき事項と同内容となるもの。
×は経営戦略に盛り込むべき事項と全く異なる。または、事業計画（個別施設計画）がないもの。

事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画

〇 〇 × 〇 × 〇 × 〇 × 〇
個別施設計画を策定すれば経営戦略とみなすことができる。

○ × × × × × △ × × ×
事業計画において、５か年間の収支の見積、建設費年次計画書、建設資金
調達年次計画書、２０か年間の建設資金償還計画書を提出させることとなっ
ている。

△ × × × × × × ×
事業計画は経営戦略を策定する上で参考程度に留まるもの。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

× × × × △ × × ×
事業計画において今後5年間の設備投資計画を記載している程度。

× × × × × × 〇 ×
代替性は低い。
事業計画の目標年次は10～15年程度とし、定期的に改訂する。

〇 × 〇 × × × 〇 ×
個別施設計画はなし。
事業計画ではSWOT分析を行い、定期的に取組の遂行状況をまとめ、必要
に応じて行動計画の見直しを行う。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

〇 × × × × × × ×
事業計画は都市計画法に基づく事業のみ。
個別施設計画はなし。
代替性は低い。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

事業計画を個別施設計画としている。

備考経営の基本方針
投資・財政計画
（収支計画）

経営戦略の事後
検証、更新等に
関する事項

交通 （鉄道）

工 業用 水道

水 道

〇 〇 △

と 畜 場

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

×

ガイドラインひな形
における経営戦略
に盛り込むべき事
項

事業名

宅 地 造 成

駐 車 場

下水道（公共）

事業概要
将来の事業環境
（水道・工水のみ）

観 光 施 設
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って評価することは本来適当ではない。本研究会においては、今後の経営戦略の改

定に際してその質を高めていく見直しを促進する方策を検討する上で、現状の経営

戦略の内容に団体間・事業間で相当のばらつき、濃淡があることを確認する必要が

あった。このため、全国で普遍的に実施され、その事業内容や提供サービスに大き

な差異がなく、かつ、他の事業に比して策定率が高く、また目的は異なるものの都

道府県調査により一定量のサンプルデータがあった水道事業及び下水道事業を例に

とり、それらに便宜的に一定の基準に当てはめ、分析することとしたものである（最

も記載内容にばらつきや濃淡が生じにくいと思われるそれらの分析において、相当

の結果が生じれば、他の事業においてばらつきや濃淡の度合いは更に大きくなると

考えられるため）。 

具体的には、経営戦略の記載事項のうち、料金収入、投資、料金以外の財源の三

区分について、それぞれの項目（分析の着眼点）を整理し、それに沿って実施して

いる。 

まず、料金収入については、今後著しい人口減少社会を迎え、節水意識の高まり

もある中、これまで以上に減少が予想されることから、料金収入の推計に当たって

外部環境の変化とそれに対応する料金単価を見込んでいるか、具体的には、｢使用量

の見込みが適切に行われているか｣、｢料金単価の見込みが適切に行われているか｣

の二項目である。 

次に、投資については、更新投資の時期を迎えるに当たって、アセットマネジメ

ント・ストックマネジメントの重要性が高まっている中、中長期の視点で推計が示

されているか、具体的には、｢更新投資と修繕計画についての説明がされているか｣、

｢投資・財政計画に更新投資や起債に関するコストや収益が反映されているか｣の二

項目である。 

最後に、料金以外の財源については、効率的な経営を行った上で事業の持続可能

性を担保するため、企業債による世代間負担の公平性も考慮した資金の確保につい

て説明されているか、具体的には、｢外部資金の推計に関する説明がされているか｣、

｢内部資金（自己財源）に関する説明がされているか｣の二項目である。 

以上の三区分×二項目の計六項目にわたる分析結果をみると、水道事業はおおむ

ね２点を取得している事業が多いが、下水道事業は、項目によっては１点しか取得

していないものも多く見られた(図表27)。 
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区分 評価項目（３段階評価）
水道事業 下水道事業

3点 2点 1点 3点 2点 1点

将
来
の
事
業
環
境

料金収入

使用量の見込みが適切に行われているか
（例：人口推計の見込み、有収水量の見込み 等）

8事業 32事業 4事業 6事業 15事業 22事業

料金単価の見込みが適切に行われているか。
（例：収支均衡が見込めない場合に、値上げ等に触れているか）

11事業 22事業 11事業 3事業 22事業 18事業

投資

更新投資と修繕計画についての説明がされているか
（例：アセマネ・ストマネが利用されているか 等）

13事業 15事業 16事業 6事業 8事業 29事業

投資・財政計画に更新投資や起債に関するコストや収益が反映されているか。
（減価償却費・支払利息・長期前受金戻入 等）

7事業 27事業 10事業 3事業 24事業 16事業

財源
（料金以外）

外部資金の推計に関する説明がされているか。 14事業 17事業 13事業 5事業 26事業 12事業

内部資金（自己財源）に関する説明がされているか。 5事業 20事業 19事業 2事業 9事業 32事業

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

全体

【合計点の事業数分布（最低点６点、最高点１８点）】

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人以上10万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

10万人以上20万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

20万人以上

【合計点の事業数分布（人口規模別）】

○ 水道事業においては人口規模別の特徴は見られず、どの人口規模であっても評価要素６項目を平均的に満たしている一方、人口規模20万人
以上であっても、９点以下の事業があることから、全ての水道事業に対して、見直し策を提示することが必要。

○ 水道事業は中央に分布が集中しており、評価要素の６項目を平均
的に満たしている事業が多い。

○ 一方で、評価した事業のうち12事業（全体の27.3%）が９点以下であ
り、経営戦略の見直しにあたり、さらに内容を充実させる必要があ
る。
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0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

20万人以上

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

10万人以上20万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人以上10万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人未満

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

全体

【合計点の事業数分布（最低点６点、最高点１８点）】

【合計点の事業数分布（人口規模別）】

○ 下水道事業においては、小規模団体ほど、評点が低いことから、特に小規模団体に対する見直し策の提示をすることが必要。

○ 下水道事業は低い点数に分布が集中しており、評価した事業のう
ち21事業（全体の48.8%）が９点以下の点数である。

○ 特に16点以上の高評価となる事業はなく、最頻値が11点評価であ
ることから、水道事業に比べて、見直しにあたっては、更なるレベル
アップが必要となる。

○ なお、下水道事業は法非適用の数値をベースに作成している団体
も多いことから、法適用したタイミングで経営戦略の見直しが進むよ
うに見直し策を提示することが必要。
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また、事業別の考察としては、以下の三項目があげられる。 

○ 水道事業においては、人口規模別の特徴は見られず、どの人口規模であっても

分析要素六項目を平均的に満たしている一方、最高点18点のうち９点以下のもの

が一定数存在していること。 

○ 下水道事業においては、水道事業に比べて低い評点の事業が多く、小規模団体

ほど評点が低い傾向にあること。 

○ 水道事業はアセットマネジメント手法を活用している事業が多い一方で、定性

的な説明にとどまっており、将来推計は投資・財政計画の10年間しか明示してい

ない事業が多いこと、下水道事業はストックマネジメントの活用に言及している

事業自体が少ないこと。 

 

② 経営戦略の次期改定時期について 

以上のとおり、都道府県から他の事業の参考として提供を受けた事業においても、

特定の視点からその内容を確認すると、分析結果には大きな幅が生じ、その中には

一定水準に満たない、十分な記述がない項目のあるものが見られた。 

また経営戦略の趣旨に鑑み、将来の投資試算については、計画期間に限らず可能

な限り長期間（30年～50年超）の見通しを示した上で、計画期間の試算を精緻に行

うことが望ましいが、こうした長期の見通し推計について記述がないものや乏しい

ものも確認されたところである。 

この結果を踏まえ、今後の改定予定の時期をみると、平成30 年度から平成33 年

度までに見直しを予定する事業は策定済み 3,245 事業の概ね６割に相当する 1,958

事業に上ることが確認された(図表30)。 

一旦、改定すると次の改定時期まで３年～５年の期間が生じることから、早急に

質を高めるための見直しの要請と、そのための留意事項等を提示する必要があると

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



 

26 

 

また、事業別の考察としては、以下の三項目があげられる。 

○ 水道事業においては、人口規模別の特徴は見られず、どの人口規模であっても

分析要素六項目を平均的に満たしている一方、最高点18点のうち９点以下のもの

が一定数存在していること。 

○ 下水道事業においては、水道事業に比べて低い評点の事業が多く、小規模団体

ほど評点が低い傾向にあること。 

○ 水道事業はアセットマネジメント手法を活用している事業が多い一方で、定性

的な説明にとどまっており、将来推計は投資・財政計画の10年間しか明示してい

ない事業が多いこと、下水道事業はストックマネジメントの活用に言及している

事業自体が少ないこと。 

 

② 経営戦略の次期改定時期について 

以上のとおり、都道府県から他の事業の参考として提供を受けた事業においても、

特定の視点からその内容を確認すると、分析結果には大きな幅が生じ、その中には

一定水準に満たない、十分な記述がない項目のあるものが見られた。 

また経営戦略の趣旨に鑑み、将来の投資試算については、計画期間に限らず可能

な限り長期間（30年～50年超）の見通しを示した上で、計画期間の試算を精緻に行

うことが望ましいが、こうした長期の見通し推計について記述がないものや乏しい

ものも確認されたところである。 

この結果を踏まえ、今後の改定予定の時期をみると、平成30 年度から平成33 年

度までに見直しを予定する事業は策定済み 3,245 事業の概ね６割に相当する 1,958

事業に上ることが確認された(図表30)。 

一旦、改定すると次の改定時期まで３年～５年の期間が生じることから、早急に

質を高めるための見直しの要請と、そのための留意事項等を提示する必要があると

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：事業）

802 (100.0%) 62 (7.7%) 77 (9.6%) 126 (15.7%) 152 (19.0%) 104 (13.0%) 30 (3.7%) 57 (7.1%) 194 (24.2%)

う ち 上 水 道 579 (100.0%) 49 (8.5%) 63 (10.9%) 92 (15.9%) 111 (19.2%) 76 (13.1%) 24 (4.1%) 30 (5.2%) 134 (23.1%)

う ち 簡 易 水 道 223 (100.0%) 13 (5.8%) 14 (6.3%) 34 (15.2%) 41 (18.4%) 28 (12.6%) 6 (2.7%) 27 (12.1%) 60 (26.9%)

61 (100.0%) 8 (13.1%) 8 (13.1%) 7 (11.5%) 8 (13.1%) 13 (21.3%) 1 (1.6%) 2 (3.3%) 14 (23.0%)

14 (100.0%) 6 (42.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (21.4%) 0 (0.0%) 1 (7.1%) 2 (14.3%) 2 (14.3%)

23 (100.0%) 4 (17.4%) 5 (21.7%) 3 (13.0%) 5 (21.7%) 3 (13.0%) 1 (4.3%) 0 (0.0%) 2 (8.7%)

12 (100.0%) 3 (25.0%) 2 (16.7%) 2 (16.7%) 1 (8.3%) 1 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (25.0%)

2 (100.0%) 1 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

7 (100.0%) 1 (14.3%) 0 (0.0%) 2 (28.6%) 2 (28.6%) 2 (28.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

17 (100.0%) 0 (0.0%) 2 (11.8%) 2 (11.8%) 5 (29.4%) 3 (17.6%) 1 (5.9%) 2 (11.8%) 2 (11.8%)

17 (100.0%) 5 (29.4%) 3 (17.6%) 0 (0.0%) 4 (23.5%) 1 (5.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (23.5%)

6 (100.0%) 0 (0.0%) 3 (50.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%)

2,284 (100.0%) 162 (7.1%) 248 (10.9%) 503 (22.0%) 531 (23.2%) 156 (6.8%) 31 (1.4%) 149 (6.5%) 504 (22.1%)

3,245 (100.0%) 252 (7.8%) 348 (10.7%) 645 (19.9%) 713 (22.0%) 284 (8.8%) 65 (2.0%) 212 (6.5%) 726 (22.4%)

交 通

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

合 計

うちH34年度に
見直し予定

事業数（構成比）事業数（構成比）

水 道

工 業 用 水 道

合計 うちH35年度に
見直し予定

電 気

うちH36年度以降に
見直し予定

うち見直し予定
年度未定

事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比）

うちH30年度に
見直し予定

うちH31年度に
見直し予定

うちH32年度に
見直し予定

うちH33年度に
見直し予定

1,958事業／3,245事業＝60.3％
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（大津市下水道（公共下水道）事業14のケース） 

◆ 基本データ（平成29年度決算より） 

大津市人口（人） 大津市面積（㎢） 大津市人口密度（人／㎢） 

342,260 464.51 737.25 

処理区域内人口（人） 処理区域面積（㎢） 処理区域内人口密度（人／㎢） 

331,343 53.59 6,182.93 

自己資本構成比率（％） 普及率（％） 1か月20㎥当たり家庭料金（円） 

66.42 96.86 2,878 

 

◆ 策定に当たっての課題とその対応、策定期間について 

【主な課題】 

・50年近く経過した終末処理場の老朽化 

・更新時期を迎える下水道施設の計画的な更新 

【対応、策定期間】 

・平成26 年度から27 年度にかけて庁内にプロジェクト会議を設置し、アセットマ

ネジメントによる資産の更新投資の平準化等を検討。これを踏まえ経営戦略は、

約10ヶ月間をかけて平成29年３月に策定。 

・経営戦略には、３つの基本方針を定めて整理。 

Ⅰ．安全で安定した下水道サービスの確保 

Ⅱ．生活環境の保全や水環境の再生 

Ⅲ．持続的な健全経営の維持 

◆ 策定時に工夫した点など 

・１年前に策定した「湖都大津・新水道ビジョン」の経験を基に、策定しても職員

が関心ないものとならないようビジュアル化。 

・リスクマトリクス方式による優先順位の決定など、管路劣化データを基に施設の

健全性を維持しながら必要となる改築事業量を算定。 

・経営目標に関する４つの目標（現預金残高の確保、分流式下水道に要する経費へ

の繰入率の引下げ、企業債残高の縮減、当年度純利益の確保）を設定。平成40年

度までには全ての目標をクリアする見込み。 

・事業実施に当たっては、他の公営事業（水道事業、ガス事業）と連携・調整し、

効率化。 

◆ 既存の総合計画等とどのように整合性を保ったか 

・平成28年度で満了する第Ⅱ期大津市（下水道事業）中期経営計画を継承する計画

                                                                                       
14 ｢大津市下水道事業中長期経営計画（経営戦略）｣（平成29年３月）については、以下を参照 

http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/keiei/keikaku/1490316570648.html 
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と位置づけ。 

・「大津市総合計画」と「大津市行政改革プラン2017」との関連計画と位置づけ。

計画期間は平成29～40 年度の 12 年間（大津市総合計画の計画期間と一致、前期

・中期・後期の３期に分けて進捗管理）。 

◆ その他 

・直営で作成したことから、全体的にスケジュールとしては厳しいものであった。 

・関係各課への照会・回答や内容の調整に時間を要した。 

・パブリックコメントを実施したが、一部議員から市民説明会開催等の声があった。
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と位置づけ。 

・「大津市総合計画」と「大津市行政改革プラン2017」との関連計画と位置づけ。

計画期間は平成29～40 年度の 12 年間（大津市総合計画の計画期間と一致、前期

・中期・後期の３期に分けて進捗管理）。 

◆ その他 

・直営で作成したことから、全体的にスケジュールとしては厳しいものであった。 
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第１．公営企業の経営についての基本的な考え方

第２．公営企業の計画的経営の推進に関する事項

第３．公営企業の経営に係る事業別留意事項

第４．「資金不足等解消計画」策定上の留意事項

第５．「経営健全化計画」策定上の留意事項

第６．その他

はじめに

第１章 「経営戦略」に関する基本的考え方

第２章 事業別ガイドライン

（別添） 水道・下水道先進事例集

各事業別 経営戦略ひな形様式

共通様式 投資・財政計画

留意事項通知

策定ガイドライン

策定・改定ガイドライン

策定・改定マニュアル

➢ 留意事項通知から「経営戦略」に係る事項
を抽出し、策定ガイドラインにおける基本的考
え方と合わせ、説明内容の増補・充実を図る。

➢ 経営戦略に特化した留意事項のワンパッ
ケージ化により、改めて必要性の周知徹底と
ともに留意事項の参照に係る利便性向上を
図る。

➢ 既存のガイドラインの内容を踏まえつつ、可
能な限り、「経営戦略」策定（及び改定）実務
に係る技術的手法の説明を充実。

➢ 策定に向けての考え方や先行事例を集め
た参考書から、より具体的な策定実務の手引
書に改変し、実用性の向上を図る。

（抽出）

（移行）

（充実）
（抽出）

（移行）

（充実）

＜現 行＞ ＜見直し（案）＞

（組替新規）

（組替新規）
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投
資
・
財
政
計
画

目標設定、
水準の合理化

計画策定
（取りまとめ）

戦略実施、事後
検証など

現状把握・分析、
将来予測

事後検証・更新等

・毎年度の進捗管理

・3～5年に一度の見直し
（経営指標等も活用）

施設・設備の現状把握

規模・能力、劣化の状況、
使用可能年数等を把握

将来の需要予測

可能な限り長期間（30年～
50年超）の需要予測

財務状況の適切な
現状把握・分析

現在の財務状況を把握
（企業債・自己資金等）

目標設定

住民サービスを維持するた
めに必要な目標を設定

投
資
試
算

財
源
試
算

投資額の合理化

目標達成のために必要とな
る合理的な投資規模を把握

将来の財源等予測

各財源や「投資試算」を含
む需要額等の見通しを踏ま
えた財政状況の将来予測

財源構成の検討

財源や需要額の将来予測

を踏まえて、料金、企業債、

一般会計繰出金の各財源

について、適切な水準・構

成を検討

計画等と実績の乖離が
著しい場合には
計画見直しを検討

ギャップが生じた場合
には均衡を図る

優先順位付け、平準化
等による合理的な投資
の内容・所要額等の見

通しの取りまとめ

投資試算

財源試算

投資以外の経費

必要かつ合理的な額の
確保を前提とした上で、
徹底した効率化に取り組
むことが必要

財源見通しの取りまとめ

（ギャップの発生要因に応じて所要の項目を再検討）

ギャップ解消に
向けた再検討は
次ページ

37



＜策定時＞ ＜改定時＞

投
資
試
算
と
財
源
試
算
の
整
合
性
検
証
プ
ロ
セ
ス

※ 試算条件の変更及び見直しが中心となる。 ※ 決算値（実績値）に基づいた具体的な取組の見直しが中心となる。
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経営戦略策定ガイドライン・ひな形様式において求めている項目（例：水道事業） （新規に加えるべき項目）

将来予測に関しての説明が不十分な事業が多いため、
それぞれの根拠や考え方について、明記するよう記載
要領に加える。

投資・財政計画（様式は10年間を基本としている）

経営戦略（投資・財政計画）は、上記投資試算・財源試
算の結果を踏まえ、収支ギャップ解消までを見据えた上
で適切な計画期間（10年以上）で策定することとする。

大項目 小項目

将
来
の
事
業
環
境

（
経
営
の
基
本
方
針
）

1以下の各項目に係る将来予測

① 給水人口、水需要の予測

② 料金収入、施設、組織の見通し

2将来の事業環境を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針等

投
資
・
財
政
計
画
に
つ
い
て
の
説
明

投
資
計
画

【項目の追加】 長期試算の結果（前提条件、試算結果、高位・中位・低位など数パターン）

3投資の目標

4計画期間内に実施する主な投資の内容（施設名、時期、金額など）

5収支計画の策定に当たって反映した取組

財
政
計
画

【項目の追加】 長期試算の結果（前提条件、試算結果、高位・中位・低位など数パターン）

6財源の目標

7財源（料金、企業債、繰入金、国庫補助等）の積算の考え方等

8収支計画の策定に当たって反映した取組
投
資
以
外
の

経
費
に
つ
い

て
の
説
明

9投資以外の経費（委託料、修繕費、動力費、職員給与費など）の積算の考え方等

10収支計画の策定に当たって反映した投資以外の経費の削減に関する取組

未
反
映
・
今
後

検
討

予
定
の
取
組

11収支計画に未反映の取組や今後検討予定の取組

① 投資、財源についての検討状況等

② 投資以外の経費についての検討状況等

経
営
戦
略
の

事
後
検
証
、

更
新
等
に
関

す
る
事
項

12経営戦略の事後検証、更新等に関する考え方

「投資試算」に係る項目を新規に追加
投資に係る試算については、可能な限り長期間（30年
～50年超）で行うこととし、その試算結果及びそれに基

づく長期目標を記載する。また、試算については複数の
試算をすることが望ましい旨を記載要領に加える。

「財源試算」に係る項目を新規に追加

財政に係る試算については、投資に係る試算と同様。
相当の期間での試算を行い、その試算結果及びそれに
基づく長期目標を記載する。

推計の算定方法、合理的な効果額についての説明が不
十分な事業が多いため、これらを明記するよう記載要領
に加える。

料金や繰入金等については、積算の考え方を明確にし
た上で、その必要性や理由を明記するよう記載要領に
加える。

投資の場合と同様。
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「経営戦略策定支援等に関する調査研究会」 

開催要綱 
 

１．趣  旨 

公営企業については、人口減少等に伴う料金収入の減少や保有する資産の老朽化に伴う大

量更新期の到来等により、経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化の取組が求め

られている。このような中、総務省では、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続

していくための中長期的な経営の基本計画である経営戦略を平成 32 年度までに策定するこ

とを要請しているところであるが、その策定に向けた取組を更に促進するとともに、策定済

みの経営戦略についてもより質を高めるための見直しを促進し、もって公営企業の安定的な

事業経営の実現に資するため、「経営戦略策定支援等に関する調査研究会」を開催し、効果

的な支援策等について検討することとする。 

 

２．名  称 

本研究会は、「経営戦略策定支援等に関する調査研究会」（以下「研究会」という。）と称

する。 

 

３．構 成 員 

別紙のとおりとする。 

 

４．運  営 

（１）研究会に、座長１人を置く。座長は、研究会を招集し、主宰する。 

（２）座長は、不在の場合など必要があると認めるときは、あらかじめ座長代理を指名する

ことができる。 

（３）座長は、必要に応じ、必要な者に出席を求め、その意見を聴取することができる。 

（４）研究会は、原則公開とするが、座長は、必要があると認めるときは研究会を公開しな

いものとすることができる。 

（５）研究会終了後、配布資料を公表する。また、速やかに研究会の議事概要を作成し、こ

れを公表するものとする。 

（６）本要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が定めるものとす

る。 

 

５．開催期間 

平成 30 年 10 月に第１回を開催し、平成 31 年３月までに計３回程度の開催を予定。 

 

６．庶  務 

研究会の庶務は、総務省自治財政局公営企業課及び地方公共団体金融機構地方支援部が行

う。 
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経営戦略策定支援等に関する調査研究会 構成員名簿 

     

【座 長】 

宇野
う の

 二
じ

朗
ろう

 公立大学法人横浜市立大学国際総合科学部教授 

 

【構成員】 

遠部
お ん べ

 佳孝
よしたか

 EY 新日本有限責任監査法人マネージャー公認会計士 

齊藤
さいとう

 由里
ゆ り

恵
え

 椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授 

塩津
し お づ

 ゆりか 愛知大学経済学部准教授 

水上
みずかみ

 啓
けい

吾
ご

 公立大学法人大阪市立大学大学院准教授 

山田
や ま だ

 透
とおる

 滋賀県大津市企業局企業総務部経営戦略課長 

吉岡
よしおか

 律司
り つ じ

 岩手県矢巾町企画財政課課長補佐 

渡邉
わたなべ

 浩志
ひ ろ し

 公認会計士 

  

（敬称略、構成員は五十音順） 

 

 

別紙  
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経営戦略策定支援等に関する調査研究会 検討経過 

 
 

○ 第１回（平成 30 年 10 月 30 日） 

 ・ 経営戦略の策定状況と策定推進に対するこれまでの総務省の取組等 

・ 策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題 

 

○ 第２回（平成 30 年 11 月 26 日） 

 ・ 経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進する方策（案）及び策

定済みの経営戦略の質を高める見直しを促進する方策（案）について 

 ・ 報告書構成（案）について 

 

○ 第３回（平成 31 年 2 月 21 日） 

 ・ 報告書案の検討、取りまとめ 

 

資料 3
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議事概要 
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経営戦略策定支援等に関する調査研究会（第１回） 

 

１ 開催日時等 

 ○開催日時：平成 30 年 10 月 30 日（火）10:00～12:00 
 ○場  所：地方公共団体金融機構大会議室 
 ○出 席 者：宇野座長、遠部委員、塩津委員、水上委員、山田委員、吉岡委員、 

渡邉委員 
       沖部公営企業担当審議官、山越公営企業課長、志賀公営企業課理事官、

森山公営企業課理事官、丸山地方公共団体金融機構地方支援部長、久

代地方公共団体金融機構調査企画課長 他 
 
２ 議題 

（１）研究会の概要、進め方について 
（２）経営戦略の策定状況と策定推進に対するこれまでの総務省の取組等 
（３）策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題 
（４）その他 

 
３ 配布資料 

 （資料１）  本研究会開催要綱及び名簿 
 （資料２）  本研究会の検討事項・進め方 
 （資料３）  経営戦略の策定状況と策定推進に対するこれまでの総務省の取組等 
 （資料４）  先行策定団体の事例紹介 
 （資料５）  策定済みの経営戦略の分析と見直しについて 
 （参考資料） 経営戦略策定リーフレット 
 
４ 概要 

 （１）事務局より資料１～３及び５について説明。 
資料４については吉岡委員、山田委員より説明。 
 

 （２）出席者からの主な意見 
＜経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進する方策について＞ 

○職員数が少ないこと、さらにその職員は通常業務で手一杯であり、長期的な視

点を持つことができていないことが課題。一方で、職員の中に問題意識はある

ため、彼らに対して実際に行動を起こさせるような方策を考えるべき。 
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○小規模自治体では人員が少なく、知見もないことから策定が進まないといった

声も聞かれるが、そもそも経営戦略の策定に対して難しく考えすぎている印象。

例えば、事業を我が家に置き換えて（子の教育費等を含むライフサイクルコス

ト的な観点から）考えると入りやすいのではないか。 
 
○水道事業について言えば、今後水道法の改正などにより広域化や経営形態の見

直しについて、大きな影響が予想される中で、現時点で策定することに意味が

あるのか迷っているとの話を聞いたことがある。そのような不安を抱える団体

に対しては何らかの指針を示すべきではないか。また、下水道事業については、

法適化と併せて都道府県による支援が有効ではないか。 
 
○首長が直接経営に関与していない場合では、現場職員の意見から経営戦略の策

定につながっている場合がある。しかし一方で、首長には大きな権限と責任が

あり、策定の必要性について首長の理解が得られることは非常に大きい。した

がって、現場職員もしくは首長に策定の必要性を認識させることが重要。 
 
○結局のところ何を作ればいいのかが明確になっていない印象。水道事業であれ

ば、水道ビジョンで代替可能ということを周知すれば、策定率自体はすぐに上

げられるだろう。しかし、単なる策定率の向上が目的ではないので、経営戦略

と各団体におけるより上位の計画との位置づけを明確に整理すべき。 
 
○個別の事業計画との関係で言えば、例えば下水道事業をどのようにしていくの

かが課題としてあるが、経営比較分析表の中の客観的な指標に数値目標を設け

て共通化、明示化してはどうか。 
 
○経営戦略の策定が進まない理由として、団体の職員の知識不足が一つのネック

になっていると考えられるが、具体的にどの分野における知識が不足している

のかを分析するべきではないか。現場職員のやる気と知識の習得状況に乖離が

あり、経営戦略の策定が進んでいない団体があると考えられるが、その団体に

対して策定推進の方策を示せる可能性があるのではないか。 
 
○公営企業会計適用への移行を策定が進まない理由としている団体が多く見ら

れるが、固定資産台帳の整備を終えていれば、収支会計から企業会計へのシミ

ュレーションの移行はそれほど（少なくとも２倍の）手間にはならないため、

公営企業会計適用を待たずに経営戦略の策定作業を進めるよう周知すべき。 
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○市場事業等のその他事業においては、上下水道事業と違って経営戦略の策定に

対する意識はまだまだ低い印象。そもそも公営企業として経営している認識が

ない場合や、担当者は経営戦略の必要性を認識しているものの上司が必要性を

理解していないケースも見られることから、策定の意義を強く周知する必要が

ある。 
 
○経営戦略に関する研修については、参加者それぞれのニーズに合った研修が必

要。都道府県の役割として、県内市町村のニーズを把握してそれに合った研修

を、また、研修後にはその後の状況を確認するなどのフォローアップをできる

ような仕組みをつくるべき。 
 
○経営戦略の策定を地方財政措置の要件とした場合、策定率は上がるかもしれな

いが、策定自体がゴールとなり、実効性のある経営戦略とならないおそれがあ

る。一方で、財政措置自体については団体にとって大きな援助となるだろう。

また、一般会計部局との連携といった観点からも、団体全体の課題として認識

の共有につながる大きな要因となる。 
 

○地方財政措置の要件の１つとなれば、策定しなければならないという意識は働

くが、重要なのは作って終わりではなく、いかに実践していくかであり、毎年

見直しを行っていくといったことではないか。 
 
＜策定済みの経営戦略の質を高める見直しを促進する方策について＞ 

○経営戦略策定は、今後は見直し（ローリング）の段階に入る。実効性のある

PDCA サイクルの観点からは、本来であれば見直しのプロセスを策定段階で

具体的に計画し、誰がどのような手法で検証しそれを評価するか等、予め定め

ておくことが必要であるが、その認識が十分とは言えない団体もあるのではな

いか。そのため、経営戦略策定ガイドラインの中で見直しの重要性を改めて謳

い、より具体的な見直しのプロセスを示すことが必要ではないか。 
 
○経営戦略の策定や見直し（ローリング）においては、特に、小規模団体等では、

専門的知識・ノウハウを有する人材の不足を補うため、専門家（専門的知識・

ノウハウを有する外部人材）の活用が有用であるが、一口に専門家の活用とい

っても、将来予測に基づいた投資試算や財源試算（企業債のファイナンスの観

点など）、広域化等や民営化・民間譲渡や PPP・PFI 等に際しての法律解釈（地

方公営企業法、地方自治法、PFI 法など）など多岐に渡る。そのため、経営戦

略の策定や見直しにあたり、具体的にどの分野のどの専門家がどのような観点

で必要なのかを経営戦略策定ガイドラインで示してはどうか。 
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○一概に人口 20 万人以上の事業といっても歴史的背景などもあって状況に差が

あると思われるが、いずれにしても、今後の施設の更新に対し、どのように備

えていくのかが重要であり、それを伝えていくことを考えなければならない。 
 

○評価項目の中で共通して評価が低いということは、その点を手厚く説明すべき

ということではないか。このくらいまではできるだろうという基準を示し、そ

の次のローリング時にはここまでというようなステップアップを図る方法を

考えるべきではないか。 
 
○経営戦略の見直し（ローリング）にあたり、各団体の中で公営企業のあるべき

姿を一度整理してもらうことが重要。また、緊張感を持って経営させるために

も、外部評価の実施及び公表を義務付けてはどうだろうか。 
 
○委託労務費、賃金、物価の上昇が続いており、こうした傾向を踏まえて 10 年

計画をつくると計画期間の期首と期末で相応の差が生じる。今後、長期計画の

策定を考えていく際には考慮すべき項目となるだろう。 
 
○事業の経営見通しについて、30 年から 50 年と言われると、水道・下水道は

（施設の耐用年数が 50 年程度のため）まだ見通しを立てやすいが、その他の

事業では状況によっては長期の見通しを立てるのが難しい場合もある。事業ご

との区分けも検討すべきではないか。 
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経営戦略策定支援等に関する調査研究会（第２回） 

 

１ 開催日時等 

○開催日時：平成 30 年 11 月 26 日（月）15:30～17:30 
○場  所：地方公共団体金融機構 大会議室 
○出 席 者：宇野座長、遠部委員、齊藤委員、塩津委員、水上委員、山田委員、吉岡

委員、渡邉委員 
      山越公営企業課長、坂越準公営企業室長、志賀公営企業課理事官、森山

公営企業課理事官、丸山地方公共団体金融機構地方支援部長、久代地方

公共団体金融機構調査企画課長 他 
 
２ 議題 

（１）経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進する方策（案）及び策定済

みの経営戦略の質を高める見直しを促進する方策（案）について 
（２）報告書構成（案）について 
（３）その他 

 
３ 配布資料 

（資料１）  経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進する方策（案）及

び策定済みの経営戦略の質を高める見直しを促進する方策（案）につ

いて 
（資料２）  報告書構成（案） 
（参考資料） 第１回議事概要 

 
４ 概要 

（１）事務局より資料１、２について説明。 
（２）出席者からの主な意見 

 
＜資料１について＞ 

○投資試算の再検討については、これまでに実施してきたこととの乖離が生じた際

には、ダウンサイジング、スペックダウンも含めた再検討といっているが、団体に

よっては難しいのではないか。新たな知見や新技術の導入、多様な手段によるサ

ービス供給なども検討項目に加えるべき。 
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○財源試算における制度的な要因が気になるところである。例えば、繰入れ基準が

変わると計画に大きな影響が生じることもあるため、こうした制度的要因も踏ま

えて試算できるとより充実したものが出来上がるのではないか。 

 

○複数パターンの設定について、例えば水道事業でいえば、市町として人口減少に

対する施策をした場合としなかった場合とで水使用量の推計が変わってくるが、

いずれにせよ人口は１つの鍵となっている。 

 

○人材不足を理由として経営戦略の策定ができない団体に対して、専門的な事務職

員の配置や経営の統合といった、できるようにするためのパターンなどを示した

メッセージを発信し、ガイドラインの中でも今後はしっかり策定するように明記

するのはどうか。 

 

○水道ビジョンはそのまま経営戦略に位置付けられるというように、改定ガイドラ

インの中では他の計画との関係性を示してもよいのではないか。 

 

○地方財政措置の延長については、不公平感という観点からすると、措置率を下げ

ることも考えられる。一方、未策定の団体は理由があって未策定となっているの

だろうから、そのままとすることでインセンティブにもなるのではないか。 

 

○現在、下水道事業及び簡易水道事業のうち人口 3 万人以上の公共下水道事業、流

域下水道事業及び簡易水道事業について、平成 32年 4月までの期間内に公営企業

会計へ移行が要請されている。公営企業会計への移行前に経営戦略を策定した団

体が、平成 32年 4月以降に公営企業会計に基づき経営戦略の見直しを行うことも

想定されるが、その見直しに係る経費についても地方財政措置の対象とするかど

うか検討を進めておくことが有用ではないか。 

 

○地域の人口がスポンジ化した状態等を認識し、経営戦略をつくる段階で危機感を

持てるようなもの、また、人事異動によりつくったときの理念が失われないよう

につくってもらうことを示していくことが必要ではないか。 

 

○投資計画の長期試算でストマネ・アセマネにより考え方がある程度まとめられて

おり、団体がそれに基づいて動いている場合の経営戦略との関係性をどう考える

べきか。 
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○水道・下水道事業以外のその他事業の収支計画についても、料金収入の見込みに

より損益が収支均衡するかどうか、必要な投資と資金調達が適切な規模で行われ

ているかどうかの視点で策定することは、水道・下水道事業と共通であると考え

られる。そして、民間企業でも運営が可能な事業については、収支計画の試算にお

いて、民間譲渡等の方向性も含めて検討する流れになるのではないか。 

 

○その他事業における長期試算については、料金収入の見込み方が決定的に異なる。

例えば市場事業や駐車場事業では、あまり人口との相関関係が見られない一方、

施設立地などの外部環境に影響を受ける部分が大きい。他方、投資の見込み方に

は大きな違いはないと思われる。 

 

○総務省で地方公営企業のあるべき姿あるいはこれからの公営企業のイメージを通

知のかがみ文に入れるなど明確に示してはどうか。例えば広域化をするにしても、

そもそも個々の自治体がしっかりしていなければ成り立つものではない。とりあ

えず広域化をしておけばいいのだろうと捉えている団体もあるのが実情。ある程

度、強いメッセージがあれば、考えるときの支えになる。 

 

○起債協議に当たっての収支相償等を確認する対象事業は現行のとおり赤字事業等

に限定するべきかという論点について、現行の公営企業債の取扱いとの整合性を

踏まえると、対象事業はそのままにし、手続論として、収支相償等を確認する資料

を収支計画から経営戦略に変更することは望ましいのではないか。対象事業の変

更については、公営企業債の発行における収支相償を確認する事業の範囲の論点

になるため、より十分な議論が必要と考える。なお、現時点で策定時期が未定の事

業、策定作業が遅れて平成 32年度中に間に合わない事業に対する経過措置につい

ては、各団体の実情もあると考えられるため一定の配慮は必要と考える。 

 

○事業債の起債に当たっての確認書類に位置づけることは、現時点で黒字であれば

良いという話でもないので、赤字事業に限定する理由はないと思われる。 

 

○赤字に限定するよりは、外からのガバナンスが働く何かしら担保ができる素材に

なると思う。また、第三者評価が必要との観点からも、外から見られているという

ことをアピールできるのではないか。 

 

○多くの団体は、ガイドラインのひな形を埋めて 10年の経営戦略を作っていると思

われる。今回追加した長期間の試算について、どのように経営戦略に盛り込むこ

とになるのかアウトプットをイメージできるようにすべき。 
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○ダウンサイジングやスペックダウンも 10 年で試算するとなると、5 年、6 年先か

ら始めようとした場合、効果が出るのは 10年先以降なり、効果が見られないこと

が懸念される。スペックダウンの効果などを反映してつくれるかという点は難し

いところなので、もう少し具体的に詰める必要がある。 

 

○毎年、長期試算を行い、アセマネを絡ませている。試算の中に職員適正管理も含ま

れているが、定数が減っていったらどうなるか、本当に事務遂行ができるかとい

った、必要な職員の確保という観点からも高位・中位・低位の試算は有効。 

 

○長期試算するには、アセマネのレベル感もある。アセマネの手法である２Ｂや３

Ｃだと長期間の試算をするには単純に伸ばす程度のものになる。それに対応した

財政的な措置も含め、実際に団体ができることは限られるのではないか。また、事

業を遂行していく上での人材確保も盛り込めるようにしてはどうか。 

 

○人口がスポンジ状になっているという状態は、国勢調査や毎年度の人口動態等に

ついて過去からの推移を示すことにより、見える化に使えるのではないか。 

 

○一般会計部局の協力の必要性は認めるものの、一般会計部局でも公共施設総合管

理計画や他の個別の計画の策定が求められる中で、協力してもらうことが可能か

どうか懸念が残る。 

 

○一般会計部局との連携について、公営企業は総括原価方式と独立採算の両輪を考

える人が多いが、人口減少社会における経営環境を見て、財政部局も町全体とし

て考えなければならないということを認識はしているので、文書を出せば協力体

制は築けるだろう。 

 

○総務省から各種通知をされていることを前提に、市町村の一般会計もそうだが、

県とのやりとりも必要だと考える。例えば、県市町村担当課が、市町村財政部局を

促して各公営企業を自立させる動きを実感させるようにすればいいのではないか。 

 

○公営企業は特殊な分野だと勘違いされることが多く、現場レベルで回しているケ

ースが多いので、町全体として公営企業の問題に取り組むことが必要といった適

切なメッセージを伝えられると大きく変わるかもしれない。  
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＜資料２について＞ 

○各公営企業での制度改革等があった場合、それらに対応する必要があるが、それ

と並行して、今現状で公営企業としてやっている以上は、このまま公営で続けた

らどうなるかという視点で現段階での経営戦略をつくる必要があると考える。 

 

○水道ビジョンにはキャッチフレーズがあるように、今回のガイドライン改訂にお

いても、現場の担当者向けにメッセージ性のあるキャッチコピーのようなものを

作ってみてはどうか。 

 

○経営戦略の活用法について、画一的なものよりも、地域間の経営環境の違いとか、

各事業の違いに着目し、事業ごと若しくは地域の特性に沿った活用法が示される

ことが実りあるものとなるのではないか。 

 

○県による講習会受講者のニーズの把握、事後のフォローアップや不参加団体への

対応など、都道府県の役割を明確化して盛りこむと良いのでは。 
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経営戦略策定支援等に関する調査研究会（第３回） 

 

１ 開催日時等 

○開催日時：平成 31 年２月 21 日（木）14:00～16:00 
○場  所：地方公共団体金融機構 大会議室 
○出 席 者：宇野座長、遠部委員、齊藤委員、水上委員、山田委員、吉岡委員、 

渡邉委員 
      沖部公営企業担当審議官、山越公営企業課長、本島公営企業経営室長、

坂越準公営企業室長、志賀公営企業課理事官、森山公営企業課理事官、

久代地方公共団体金融機構調査企画課長 他 
 
２ 議題 

（１） ｢経営戦略策定支援等に関する調査研究会｣報告書（案）について 
（２） その他 

 
３ 配布資料 

（資料１）   ｢経営戦略策定支援等に関する調査研究会｣報告書（案） 
（資料２）   平成 31 年度経営戦略策定・改定に関する方策への対応（案） 
（参考資料１） 報告書構成（案）新旧対照表 
（参考資料２） 第２回議事概要 

 
４ 概要 

（１） 事務局より資料１、２について説明。 
（２） 出席者からの主な意見 

 
○人口減少に直面する中で、公営企業の経営は今後の大きな課題である一方、住民

がこの現状を十分に認識していないことがあるため、本報告書にて経営戦略の策

定やより質を高める改定の必要性を示すことで、策定や改定における住民参加の

促進や、住民が公営企業そのものやその経営について考えるよい機会になる。 

 

○経営戦略とそれ以外の計画との関係性については、国と各自治体がそれぞれ適切

に整理を行い、既存の計画と整合性が取れた経営戦略を策定すべき。 
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2/2 
 

○経営戦略策定の意義等を地方公共団体の長や公営企業管理者に対して周知徹底す    

る視点の重要性、現場職員の意識と知識の乖離に対する方策などについて、住民・

議会への説明責任の観点・理解可能性の観点で取り纏められており、意義のある報

告書となっているのではないか。 

 

○本報告書及び経営戦略の策定・改定に係るガイドラインやマニュアルの発出にあ

たっては、現場職員にしっかり見てもらうよう周知徹底することが重要。 

 

○策定・改定ガイドラインやマニュアルには、研究会で分析した経営戦略の中で足

りなかった部分を補うための記載があれば策定や改定に際して団体の参考になる

のではないか。 

 

○本報告書では水道事業や下水道事業だけではなく、それ以外の事業についても経

営戦略の策定や改定が必要である事を示しており、公営企業全体の課題として捉

え、活用していくことが重要。 

 

○経営戦略の質を高めることと経営戦略を策定しやすくすることの両立は難しいが、      

まずは、経営戦略を策定することが望ましいということを関係者全員が共有して

いかなければならない。 

 

○経営戦略が公営企業にとって意義のあるものだという認識を共有することが重要   

であり、今後は経営戦略の策定を制度化するというレベルまで議論すべき。制度化

にあたっては単なるツールとしてではなく、継続的に事業を行っていくという公

営企業の本質を踏まえたものとして検討を進めるべき。 

 

○経営戦略の投資・財政計画は収支均衡という単なる数合わせではないことに留意

し、計画期間の終了までそのままにするのではなく、きちんと見直していく仕組

みとして運用していくべきではないか。 
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資料 18（白）



 

 

 

 

第１回研究会資料 
 

資料１ 本研究会開催要綱及び名簿 省略 

資料４ 事例紹介のうち経営戦略本体資料 省略 

参考資料 経営戦略リーフレット 省略 
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資料 20（白）



経営戦略の策定状況と策定推進に対するこれまでの
総務省の取組等

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

総 務 省 自 治 財 政 局 公 営 企 業 課

資料３

【論点２】 策定済みの経営戦略の質を高める見直しを促進する方策について

【論点１】 経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進する方策について

本研究会の検討事項（論点ペーパー）・進め方 資料２

検討事項（案）

第１回研究会
（今回）

・経営戦略の策定状況と策定推進に対するこれまでの総務省の取組等【論点１】

・策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題【論点２】

第２回研究会
（１１月２６日）

・第１回研究会での委員意見を踏まえ検討した促進策（案）に対する検討【論点１】【論点２】

・報告書構成（案）の検討

第３回研究会
（２月）

・最終報告案の検討
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公営企業の「見える化」

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃止

投資・財政計画（基本10年以上）の策定

人材確保、
組織体制の整備

新技術、ＩＣＴの
活用

公営企業会計の適用拡大 経営比較分析表の作成・公表

抜本的な改革の検討経営戦略の策定・公表・PDCA

広域化等・
民間活用

公営企業における更なる経営改革の推進

○ 急激な人口減少等に伴う料金収入の減少

○ 施設の老朽化に伴う更新需要の増大

○ 民間活用の推進等に伴い職員数が減少する中、人材の確保・育成が必要

○ 特に中小の企業では、現在の経営形態を前提とした経営改革の取組だけでは、将来にわたる住民サービスを

確保することが困難となる懸念

相互に反映

・ 公営企業が行っている事業の意義、必要性等を検証し、今後の
方向性について検討

・ 経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、
経営基盤を強化し、財政マネジメントを向上

・ 中長期の視点に立った人口減少の推計等を踏まえた、アセット
（ストック）マネジメントの成果や将来需要予測を反映させなが
ら、当面の10年以上の投資・財政計画を策定

・ PDCAサイクルにより必要な見直しを図る

・抜本的な改革や経営戦略に、より的確に取り組むため、経営・資産等を正確に把握、各種経営指標を活用

更なる経営改革の推進

2

さらに厳しい経営環境

投資試算 財源試算

（計画期間内に収支ギャップを解消する）

 事業そのものの必要性
 公営で行う必要性

 事業としての持続可能性

 経営形態

民営化・民間譲渡

広域化等

民間活用

１．基本的な考え方

平成21年度から集中的に推進してきた公営企業の抜本改革の取組は、予定どおり平成25年度末で一区切り。○

人口減少、施設老朽化等、経営環境が厳しさを増す中で、サービスの安定的な継続のためには、平成26年度以降も、不断の経営健全化等が必

要。
○

損益・資産等の的確な把握のため、地方公営企業法の適用による公営企業会計の導入が必要。特に、簡易水道・下水道は、基本的に必要。○

２．計画的経営の推進 ～ 「経営戦略」の策定 ～

将来にわたり事業を安定的に継続するため、「経営戦略」を企業ごと

に策定し、これに基づく計画的な経営が必要。<期間：10年以上を基本>
・

３．公営企業の経営に係る事業別の留意事項

「経営戦略」の策定等に当たっての、水道事業、下水道事業をはじめ

とする事業ごとの留意点。

６．その他

市町村の公営企業に対する都道府県の支援、消費税の適正な転嫁 、

「インフラ長寿命化基本計画」等との関係等を記載。

４．「資金不足等解消計画」策定上の留意事項

地方債同意等基準に定める「資金不足等解消計画」や、健全化法に基

づき、資金不足比率が経営健全化基準以上である公営企業が策定する

「経営健全化計画」は、「経営戦略」の考え方等を基本として策定。

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年８月29日付通知）の概要

（事業の意義・必要性がない場合には廃止し、採算性に応じて民営化・民間譲渡等を検討。）

３～５年に一度見直しを行う等、適切な事後検証、更新等を行う※

５．「経営健全化計画」策定上の留意事項

・

・ 総務省においては、必要な支援を継続的に行っていく予定。

中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが必要。○

（「経営戦略」の主な内容）

「投資試算」（施設・設備投資の見通し）、「財源試算」（財源の見通し）

等で構成される「投資・財政計画（収支計画）」

・

企業及び地域の現状と将来見通しを踏まえたもの・

「投資試算」等の支出と「財源試算」が均衡するよう、施設・設備のサ

イズダウン、効率的配置、PPP/PFI をはじめとする民間的経営手法の

導入や事業の広域化等の取組、財源面の見直しを検討

・

組織、人材、定員、給与について、効率化・合理化の取組を検討・

ICTの活用、資金不足比率、資金管理・調達、情報公開、防災対策等・

1
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○ 「経営戦略」策定に着手、検討している公営企業から寄せられた実務上の課題を解決し、公営企業全体と

して、より実効性のある「経営戦略」を策定するため、本ガイドラインを策定。

（課題の例）
・「投資・財政計画」の作成に当たって、料金収入や施設の老朽化対策・更新投資などの将来予測方法が分からない

・赤字（収支ギャップ）を解消するための効果的な取組やそれに要する期間、費用が分からない

・策定に要する知見、ノウハウが不足している

○ 「経営戦略」の策定に当たっての実務上の指針として、

① 「経営戦略」に関する基本的考え方

② 「投資試算」及び「財源試算」の策定に必要な更新投資、料金などの将来予測方法
～人口変動及びそれに伴う更新投資や料金収入変動の見込みの方法などについて紹介

③ 経営健全化及び財源確保の具体的方策「先進的取組事例集」
～赤字（収支ギャップ）解消や更なる経営基盤の強化等に係る取組について、考え方や先進的な取組を紹介
（先進的取組事例集の例）

歳入面（資産活用、料金改定、その他収入増に関するもの） など
歳出面（民間委託、施設等の統合・廃止、長寿命化対策等の投資の平準化、性能の合理化、広域化・共同化・

最適化、PPP/PFI） など
の項目ごとに、取組内容・効果額や検討過程、今後の課題・考慮すべき点を事例集として取りまとめ

④ 各事業別「経営戦略ひな形様式」

～各事業の特性を踏まえて「経営戦略」に盛り込むべきと考えられる事項例を整理して提示

等を取りまとめ。

ガイドラインの狙い（位置付け）

経営戦略策定ガイドラインの概要①

4

投資・財政計画の策定

その他の経営基盤強化
の取組（ＩＣＴ活用等）

○ 料金、企業債、一般

会計繰出金等の水準

の見直し 等

財源試算

 経営基盤強化と財政マネジメントの向上のツール
 経営健全化に向けた議論の契機とするため住民・議会に対して「公開」

経営戦略 [イメージ]

組織,人材,定員,
給与の適正化

（計画期間は基本１０年以上）

○各公営企業が、将来にわたって安定的に事業
を継続していくための中長期的な経営の基本
計画である「経営戦略」の策定を要請。
（平成26年8月29日付け公営企業三課室長通知）

○「経済・財政再生計画」の「集中改革期間」である平成
28年度から平成30年度までの間、集中的に策定を推
進（平成32年度までに策定率100％）
（平成28年1月26日付け公営企業三課室長通知）

○ 「経営戦略策定ガイドライン」の策定・公表（平

成28年1月）、改訂（平成29年3月）

○ 毎年度、経営戦略の策定に係る進捗状況を
調査・個別団体ごとに公表

○ 水道事業の高料金対策、下水道事業の高資
本費対策について、経営戦略策定を要件化
（平成29年度～）

○ ｢経営戦略策定推進のためのリーフレット｣の
配布（平成29年7月）

○ 経営戦略の策定支援に係る地方交付税措置
（平成28年度～平成30年度）

○ 地方公営企業等経営アドバイザー派遣事業
の実施

○ 公営企業経営支援人材ネット事業の実施

○ ｢経営戦略策定実務講習会｣の開催（地方公共
団体金融機構との共同事業）（平成29年度～平成30

年度）

収支ギャップが生じた場合には

その解消を図る

経営戦略の策定の推進策

○ 長期の人口減少推計を
踏まえた将来の需要予測
等に基づく合理的な投資額
の設定

○ 長寿命化等による平準化
等

投資試算

公営企業の｢経営戦略｣の策定について

中長期（30年程度以上）
を見通した

アセット（ストック）マネジメント

資産管理

反映

計
画
期
間
内
の

収
支
均
衡

反映

・広域化等
・指定管理者制度、包括的民間委託
・ＰＰＰ／ＰＦＩ等 等

毎年度、進捗管理

計画と実績の乖離の
検証

 ３～５年ごとの見直し

PDCAサイクル

3
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ガイドライン（事業別） 経営戦略ひな形様式（事業ごと）

将来予測方法（水道事業・下水道事業）

先進的取組事例集（水道事業・下水道事業）
（経営健全化及び財源確保の具体的方策）

【水道事業】 〔各地方団体における投資の目標の事例〕
＜目標＞
・管路更新率 ：１．６７％（←１．１９％）
・有収率 ：９０．０％（←８７．５％）
・施設利用率 ：７４．２％（←６７．５％）

＜考え方＞

適切なペースで管路を更新することで有収率が向上し、収益性が改善するため、管
路更新率を重視。また、水需要に対して供給能力が過大になっていないか確認し、ダ
ウンサイジング等による施設規模の適正化を図るため、施設利用率を目標として設定。

【下水道事業】 〔各地方団体における使用料収入の見込み方法の事例〕
＜有収水量×使用料単価＞
○有収水量：年間処理水量×有収率
・年間処理水量：地区別処理水量原単位（ア）×地区別水洗化人口（イ）
（ア）地区別処理水量原単位：過年度実績に基づく設定値
（イ）地区別水洗化人口：地区別人口予測値（処理区域内人口）×水洗化率予測値

・有収率：過年度実績に基づく設定値
○使用料単価：直近決算値による（年間使用料収入/年間有収水量）

１．団体・事業の概要
２．取組のきっかけ、背景等
３．内容、効果額等（事業の内容、施設等の状況、効果額）
４．検討過程等（スケジュール、有識者の活用、住民・議会への説明）
５．今後の課題・考慮すべき点

人口変動及びそれに伴う更新投資や料金収入変動の見込みの方法な
どについて紹介。

赤字（収支ギャップ）を解消するための先進的な取組（使用料改定、
PPP/PFI、広域化・共同化、最適化、施設統廃合等）について紹介。
（上下水道で各40事例程度を掲載）

各事業の特性を踏まえて「経営戦略」に盛り込むべきと考えられ
る事項例を整理して提示。

前々年度 前年度 本年度 ・・・

１．営業収益

（１）料金収入

・・・

当年度純利益（純損失）

・・・

○投資・財政計画（収支計画）（法適用企業）

○ひな形様式（下水道の例）

（主な事例）

（記載内容）

平成 年 月

平成 年度 平成 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

○,○○○ 円 ○,○○○ 円

○,○○○ 円 ○,○○○ 円

○,○○○ 円 ○,○○○ 円

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

※地方公営企業法の適用を予定している場
合は予定年月日を記載すること。

○○市下水道事業経営戦略

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

※過去に処理場の統合・廃止を実施した場合は、その概要及び実施年度を記載すること。

処 理 区 数 ※過去に処理区の統合・縮小・廃止を実施した場合は、その概要及び実施年度を記載すること。

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

※過去に広域化・共同化・最適化を実施した場合は、その概要及び実施年度を記載すること。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成○年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成○年度

平成○年度 平成○年度

平成○年度 平成○年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

その他の使用料体 系の
概 要 ・ 考 え 方

経営戦略策定ガイドラインの概要③

6

経営戦略策定ガイドラインの概要②

１．計画期間
○１０年以上の合理的な期間を基本として設定
・事業の特性、個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて、１０年以上の合理的な期間を設定することが必要。
やむを得ず１０年未満の計画期間とする場合には、その理由について住民・議会にわかりやすく説明することが必要。

３．公開
○議論の契機とするために「公開」することが必要
・「経営戦略」については、まずは、経営健全化に向けた議論の契機とするためにも、広く住民・議会に対して、その意義・内容等を「公開」することが必要。

４．「経営戦略」の事後検証、更新等
○計画の策定で終わりではなく、ＰＤＣＡサイクルを働かせることが必要
・ 「経営戦略」は、計画を策定したことをもって終わりというものではなく、毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３～５年ごとに見直し（ローリング）を行い
ＰＤＣＡサイクルを働かせることが必要。

・ 「投資・財政計画」と実績の乖離を検証するだけではなく、将来予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取組等についても検証し、必要な見直しを行うことが重要。

２．収支均衡
○純損益（法適用）と実質収支（法非適用）の黒字
・事業、サービスの提供を安定的に継続するために必要な施設・設備に対する投資を適切に見込んだ上での黒字であり、また安定的に維持できることが望ましい。

▶赤字（「収支ギャップ」）解消に向けた取組を記載
・ 「収支ギャップ」が生じる場合においては、料金水準の適正化及び投資の合理化等により解消することが基本。

・ 料金水準の大幅な引き上げを行わなければ「収支均衡」しない場合等、必要な意思決定をするまでに長期間を要することから、収支が均衡した「投資・財政計画」
が短期間で策定できない事態も考えられるが、そのような場合であったとしても、安易に繰入金を増やすことで収支を均衡させることは適当ではない。

・ 全ての事業において、早期に「経営戦略」を策定し、経営健全化に向けた取組が求められていることを踏まえれば、収支について厳密に「合理的な計画期間内で
「収支均衡」していない」場合でも、少なくとも「収支ギャップ」の解消に向けた取組の方向性や検討体制・スケジュールを記載した「経営戦略」を策定し、収支改善を
図っていくことが必要。

・ 「収支ギャップ」の解消に向けた取組は、期待される効果等を極力定量的に記載することが望まれるが、定量的な記載ができない場合であっても、できる限り具体
的に取組内容を記載することが必要。

・ 「収支ギャップ」の解消の方向性等について、住民・議会に対して説明できなければならない。

○策定上の留意事項
・ 料金（経費）回収率の向上、一般会計等からの繰出金の適正化、累積欠損金の解消、資金不足比率の改善等について、特に、留意することが重要。
・ 広域的な連携や民間活用も含めた抜本的な改革を積極的に検討。

ガイドライン（基本的考え方）

5
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経営戦略の策定が進まない理由及び分析（全体）

○経営戦略の策定予定年度を「未定」と回答した理由 〔事業別〕

8

（単位：事業）

事業数 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比) 事業数 (構成比)

60 27 (38.0%) 14 (19.7%) 8 (11.3%) 5 (7.0%) 13 (18.3%) 15 (21.1%) 16 (22.5%)

う ち 上 水道 28 10 (34.5%) 7 (24.1%) 0 (0.0%) 3 (10.3%) 7 (24.1%) 6 (20.7%) 6 (20.7%)
事業施設の建設中のため。

うち簡易水道 32 17 (40.5%) 7 (16.7%) 8 (19.0%) 2 (4.8%) 6 (14.3%) 9 (21.4%) 10 (23.8%)
災害対応により、現時点で策定完了時期が見込めないため。

6 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 4 (66.7%)
供用が開始されていないため、供用開始の目処が立った段階
で改めて検討を行うため。

8 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (12.5%) 2 (25.0%) 5 (62.5%)
平成32年度までの策定を目指すが、他事業の動向を分析する
など、情報収集に努めている段階であるため。

12 4 (33.3%) 3 (25.0%) 1 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (16.7%) 6 (50.0%)
発電施設建設に向けての調査中であり、本格的に事業を展開
する段階で経営戦略を策定する予定のため。

1 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%)
為替相場や原油市況の影響を受けるため、長期計画の策定
が難しい状況のため。

8 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 5 (55.6%)
平成31年度に起債の償還が終わる予定であり、それ以降も安
定した料金収入が見込まれるため。

18 11 (55.0%) 8 (40.0%) 0 (0.0%) 3 (15.0%) 2 (10.0%) 1 (5.0%) 6 (30.0%)
卸売市場の再整備に向けた整備計画を策定予定であるが、再
整備に係る事業費やスケジュールが決定していないため。

8 4 (50.0%) 4 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (12.5%) 0 (0.0%) 3 (37.5%)
今後、事業の在り方を含めて検討していくため。

30 15 (44.1%) 11 (32.4%) 1 (2.9%) 3 (8.8%) 1 (2.9%) 5 (14.7%) 13 (38.2%)
施設の耐震診断や長寿命化の計画を踏まえた上で検討する
ため。

75 9 (12.0%) 6 (8.0%) 0 (0.0%) 3 (4.0%) 4 (5.3%) 7 (9.3%) 55 (73.3%)
現在、既造成宅地の分譲率が約99％で、僅かに残る未分譲
地の管理が主体であり、今後新規開発の見込みもないため。

23 8 (33.3%) 7 (29.2%) 0 (0.0%) 1 (4.2%) 1 (4.2%) 3 (12.5%) 12 (50.0%)
指定管理者制度を導入しているため、策定の必要性を感じて
いないため。

87 41 (39.0%) 12 (11.4%) 28 (26.7%) 1 (1.0%) 6 (5.7%) 24 (22.9%) 34 (32.4%)
災害対応により、現時点で策定完了時期が見込めないため。

336 120 (32.2%) 66 (17.7%) 38 (10.2%) 16 (4.3%) 31 (8.3%) 62 (16.6%) 160 (42.9%)

※複数回答可であるため、構成比は各事業における合計回答数を分母としている。

②他の計画（既存
の経営計画等）の
終了、見直し等に
あわせて策定する

ため。

③経営戦略策定に
必要な知見・人材
が不足しており、策
定の完了時期を見
込むことができな

いため。

④その他
（④その他の主な理由）

観 光 施 設

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

統廃合・広域化
等、経営形態の見
直しの検討段階で
あり、検討終了後
に策定予定である
ため。

公営企業会計への
移行の検討段階で
あり、移行後（検討
終了後）に策定予
定であるため。

①統廃合・広域
化、公営企業会計
への移行等、経営
形態の見直しを検
討しており、検討終
了後に策定予定で

あるため。

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

合 計

策定予定年度
未定事業数

合計

策定予定年度「未定」の理由

施設整備・事業統
合等により収支が
大きく変動すること
から、変動後の実
績値（見込値）を踏
まえ、策定予定で
あるため。

経営戦略の策定状況

○ 経営戦略について、平成32年度までに策定するよう要請（平成28

年１月）しており、平成30年３月31日時点での策定状況調査を実施。

○ 平成32年度までに策定予定の事業の割合は95.0％（策定済含む）

となっており、策定予定年度未定の事業の割合は5.0％であるため、

平成32年度までに一層の策定推進が必要。

○ 策定状況の「見える化」として、平成30年３月31日時点での全都道

府県･市町村の事業別の策定状況を、総務省ＨＰにおいて公表済（平

成30年８月）。

○ 毎年度調査を実施し、策定状況の「見える化」を推進することとし

ている。

人口規模別の経営戦略策定状況

○ 平成30年３月末時点において経営戦略を未策定の団体（事業）が過半

数を占めているものの、団体の人口規模によって策定の進捗状況に大き

な差は見られない。

経営戦略の策定状況（平成30年3月31日現在）

公営企業の経営戦略の策定状況（平成30年3月31日現在） （単位：事業）

802 (43.3%) 438 (23.7%) 552 (29.8%) 1,792 (96.8%) 60 (3.2%) 1,852 (100.0%)

う ち 上 水 道 579 (43.8%) 338 (25.6%) 376 (28.5%) 1,293 (97.9%) 28 (2.1%) 1,321 (100.0%)

う ち簡易水道 223 (42.0%) 100 (18.8%) 176 (33.1%) 499 (94.0%) 32 (6.0%) 531 (100.0%)

61 (40.7%) 22 (14.7%) 61 (40.7%) 144 (96.0%) 6 (4.0%) 150 (100.0%)

14 (17.1%) 22 (26.8%) 38 (46.3%) 74 (90.2%) 8 (9.8%) 82 (100.0%)

23 (25.0%) 11 (12.0%) 46 (50.0%) 80 (87.0%) 12 (13.0%) 92 (100.0%)

12 (52.2%) 3 (13.0%) 7 (30.4%) 22 (95.7%) 1 (4.3%) 23 (100.0%)

2 (2.2%) 7 (7.5%) 76 (81.7%) 85 (91.4%) 8 (8.6%) 93 (100.0%)

7 (4.7%) 12 (8.1%) 111 (75.0%) 130 (87.8%) 18 (12.2%) 148 (100.0%)

0 (0.0%) 5 (10.9%) 33 (71.7%) 38 (82.6%) 8 (17.4%) 46 (100.0%)

17 (7.1%) 23 (9.7%) 168 (70.6%) 208 (87.4%) 30 (12.6%) 238 (100.0%)

17 (5.7%) 26 (8.8%) 178 (60.1%) 221 (74.7%) 75 (25.3%) 296 (100.0%)

6 (3.4%) 17 (9.6%) 131 (74.0%) 154 (87.0%) 23 (13.0%) 177 (100.0%)

2,284 (63.9%) 394 (11.0%) 809 (22.6%) 3,487 (97.6%) 87 (2.4%) 3,574 (100.0%)

3,245 (47.9%) 980 (14.5%) 2,210 (32.6%) 6,435 (95.0%) 336 (5.0%) 6,771 (100.0%)

事業 数（ 構成 比）

策定済

要請期間内に策定予定

小計
策定予定年度

未定
合計うちH30年度に

策定予定
うちH31～32年度に

策定予定

事業 数（ 構成 比） 事業 数（ 構成 比） 事業 数（ 構成 比） 事業 数（ 構成 比） 事業 数（ 構成 比）

下 水 道

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

合 計

○ 平成29年度中に経営戦略を策定予定だった事業でも、年度内に策定

が完了しなかった事業が多く見受けられることから、引き続き経営戦略

の策定に向けた支援が必要な状況。

経営戦略の策定状況 〔人口規模別〕（平成30年３月31日現在） （単位：団体）

1,561 (51.9%) 1,019 (48.8%) 288 (41.5%) 187 (39.4%) 190 (37.7%) 3,245 (47.9%)

1,447 (48.1%) 1,071 (51.2%) 406 (58.5%) 288 (60.6%) 314 (62.3%) 3,526 (52.1%)

145 (4.8%) 86 (4.1%) 32 (4.6%) 25 (5.3%) 48 (9.5%) 336 (5.0%)

3,008 (100.0%) 2,090 (100.0%) 694 (100.0%) 475 (100.0%) 504 (100.0%) 6,771 (100.0%)

合計

策 定 済

合 計

未 策 定

うち策定予定年度未定

3万人未満
3万人以上
10万人未満

10万人以上
20万人未満

20万人以上
50万人未満

50万人以上

【水道事業】 （単位：団体）

396 (40.5%) 230 (43.0%) 84 (46.9%) 47 (50.0%) 45 (67.2%) 802 (43.3%)

581 (59.5%) 305 (57.0%) 95 (53.1%) 47 (50.0%) 22 (32.8%) 1,050 (56.7%)

43 (4.4%) 11 (2.1%) 3 (1.7%) 2 (2.1%) 1 (1.5%) 60 (3.2%)

977 (100.0%) 535 (100.0%) 179 (100.0%) 94 (100.0%) 67 (100.0%) 1,852 (100.0%)

未 策 定

うち策定予定年度未定

合 計

3万人未満
3万人以上
10万人未満

10万人以上
20万人未満

20万人以上
50万人未満

50万人以上 合計

策 定 済

【下水道事業】 （単位：団体）

1,146 (68.3%) 771 (63.2%) 194 (54.5%) 121 (59.0%) 52 (45.2%) 2,284 (63.9%)

533 (31.7%) 448 (36.8%) 162 (45.5%) 84 (41.0%) 63 (54.8%) 1,290 (36.1%)

51 (3.0%) 16 (1.3%) 8 (2.2%) 5 (2.4%) 7 (6.1%) 87 (2.4%)

1,679 (100.0%) 1,219 (100.0%) 356 (100.0%) 205 (100.0%) 115 (100.0%) 3,574 (100.0%)

未 策 定

うち策定予定年度未定

合 計

50万人以上 合計

策 定 済

3万人未満
3万人以上
10万人未満

10万人以上
20万人未満

20万人以上
50万人未満

平成29年度中に経営戦略を策定予定だった事業
（平成29年度経営戦略の策定状況等に関する調査より）

（単位：事業）

632 (100.0%) 295 (46.7%) 337 (53.3%)

平成29年度中の
策定予定事業

うち平成29年度内に
策定済

うち平成29年度内に
未策定

7
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② 公営企業経営支援人材ネット事業① 地方公営企業等経営アドバイザー派遣事業

希望する市町村に対して、公営企業等の経営に精通したアドバイザーを派
遣し、公営企業等の経営改革に取り組む団体を支援（平成７年度より開始）

○対象事業 公営企業、第三セクター

○主に派遣される人材 公認会計士、経営コンサルタント

○派遣方法 総務省にてアドバイザーを選定、市町村は活用したい事業を
申し込み、総務省が選定したアドバイザーを受け入れ

○想定日程 原則として１泊２日

○経費の負担 アドバイザーの旅費・謝金は総務省で負担

総務省が公表している「公営企業経営支援人材ネット」リストの登録者の中
から、公営企業の経営改革に取り組む地方公共団体が希望する専門人材を
直接招へいし、受け入れ（平成２８年度より運用開始）

○対象事業 地方公営企業

○主に派遣される人材 公認会計士、自治体OB・OG、自治体職員、
学識経験者

○派遣方法 登録者リストを総務省ホームページにて公開
派遣を希望する地方公共団体は当該リストの中から
専門人材へ直接問合せの上、受け入れ

○想定日程 １年間を通じて数回程度

○経費の負担 原則として各地方公共団体において負担
ただし、特別交付税措置あり
⇒対象経費（上限２００万円）の１／２を一般会計から繰出
一般会計繰出金の１／２について特別交付税措置

【過去５年派遣実績 （三セクに対する派遣を除く）】
平成２６年度 ８団体 ８事業
平成２７年度 ２７団体 ２８事業
平成２８年度 ２６団体 ３０事業
平成２９年度 １８団体 ２０事業
平成３０年度 １４団体 １５事業 ※予定を含む

【利用実績（公営企業会計の適用、経営戦略の策定等）】
平成２８年度 ６団体 ７事業 （措置額：１，０１９千円）
平成２９年度 １７団体 １８事業 （措置額：２，２９７千円）

経営戦略の策定推進に対するこれまでの総務省の取組について

人的支援

10

１．対象事業

全ての公営企業（病院事業を除く）

２．対象経費

経営戦略の策定に要する経費

（具体例）

○先進団体視察に要する経費

○専門家等を交えた研究会の実施、専門家の招へいに要する経費

（ただし、公営企業の経営支援に係る経費を除く。）

○「投資・財政計画」の策定に要する経費

・「投資試算」「財源試算」のシミュレーション

・収支ギャップ解消策の検討・効果額の試算 等

○水道広域化の調査・検討（事業統合、施設の統廃合、システム統

合の検討等）に要する経費

○住民への普及・啓発活動等に要する経費

○その他事務雑費（印刷費、消耗品費等） 等

※経営戦略の改定に要する費用についても一定の要件を満たす

ものは対象に含める。

３．対象期間

平成28年度～平成30年度（「経済・財政再生計画」の「集中改革

期間」）

４．地方交付税措置の内容

○対象経費の１／２について一般会計から繰り出すこととする。

（対象経費の上限額 1,000万円（事業費ベース・複数年度通算））

○一般会計繰出額の１／２について特別交付税措置を講じる。

○水道広域化の調査・検討に要する経費については、対象経費の

上限額を上乗せ（＋1,500万円、合計2,500万円）し、重点的に支援。

５．活用実績 （平成28年度～平成29年度）

経営戦略の策定推進に対するこれまでの総務省の取組について

経営戦略の策定支援に係る地方交付税措置

財政支援

平成２８年度 平成２９年度

団体数 360団体 207団体

事業数 641事業 266事業

対象経費額 1,924百万円 1,590百万円

措置額 445百万円 294百万円

9
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【活用事例①】
岐阜県笠松町

（人口22,750人）
（下水道事業）

＜活用人材＞
公認会計士

【活用事例②】
兵庫県内35市町・
一部事務組合
（水道事業）

＜活用人材＞
公認会計士

平成30､31年度においても引き続き活用
（12回程度訪問、電話等での相談）

平成29年度 公営企業経営支援人材ネット事業の活用事例

※人口は平成27 年国勢調査

＜利用目的＞
・公営企業会計の適用及び経営戦略の策定に当たり、経費削減・人材育成の観点から、外部委託を最小限として
支援を得るため。

＜支援業務の概要＞
・公営企業会計適用・固定資産調査に係る基本方針、条例・規則等の制定・改正等の指導・助言等
・経営戦略の策定に係る指導・助言（財務分析、経営目標設定、財務シミュレーションの
指導・助言及びこれらを踏まえた課題の抽出・経営改善に資する提言等）

・職員研修（公営企業会計適用の準備作業に関する研修及び公営企業会計適用後の経理事務等に関する研修）

＜今後のスケジュール＞
・公営企業会計の適用：平成31年度適用予定
・経営戦略の策定：平成30年度策定予定

＜利用目的＞
・県内９ブロック単位で水道広域連携の検討を進めるに当たり、外部の視点を
活用しつつ、広域連携案を具体化することで、関係市町等による議論の効率
化を図るため。

＜支援業務の概要＞
・各市町等の営業業務・施設管理の委託状況、各種システム導入状況などを確認
・市町境を中心に、既存施設（浄水場等）の立地状況、管路の布設状況などを確認
→上記を踏まえた意見交換等を通じて得た地域情報に基づき、

当該ブロックにおける取組の方向性となる具体的な広域連携案を抽出（報告書作成）

＜スケジュール＞
・平成29年6月 契約締結
・平成29年8月～11月 活用人材の招へい
・平成30年1月 各市町等へ報告書の提出

【活用事例③】
京都府京丹波町

（人口14,453人）
（病院事業）

＜活用人材＞
公認会計士

但馬ブロック

（但馬上下水道協議会）

西播磨ブロック

（西播磨８企業水道協議会）

阪神北ブロック

（阪神北地域水道協議会）

神戸・阪神南ブロック

（阪神地域の水供給の最適化研究会）

丹波ブロック

淡路ブロック

（淡路広域水道企業団）

東播磨ブロック

中播磨ブロック

北播磨ブロック

（北播磨広域定住自立圏）

→

＜利用目的＞
・平成28年度に策定した国保京丹波町病院新公立病院改革プランに沿った「強固な経営基盤の構築による安定的経
営実現」に向けた支援を得るため。

＜支援業務の概要＞
・日常経理業務の実施、運用の改革に係る指導・助言 ・平成29年度決算に向けた指導・助言
・平成30年度予算書作成に係る指導・助言等 ・地方公営企業会計基準に関する研究会の実地

＜利用目的＞
・下水道事業に係る公営企業会計の適用
・経営戦略の策定

＜アドバイザーによる指導・助言内容＞
・固定資産調査基本方針、条例・規則等の制定・改正の公営企業会計適用後の経理事務等に関
する研修

・経営戦略の策定に係る指導・助言（財務分析、経営目標設定、財務シミュレーション課題の
抽出・経営改善に資する提言等）

＜スケジュール＞
・地方公営企業法の適用：平成31年度適用予定
・経営戦略の策定：平成30年度策定予定

＜利用目的＞
・経営戦略の策定
・下水道施設の老朽化に伴う設備の更新・統合、使用料の見直し、水道事業の技術継承

＜アドバイザーによる指導・助言内容＞
・市長部局の職員のみで企業職員がいないため、事務や水道技術の継承についての指導・助言

・公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、小規模集合排水処理の各種施設の老朽
化等に伴う統合が地理的に難しいため、個別処理への切替え等の提言等

・使用料の算定方法や料金改定に関する提言
→経営戦略にも反映させ、今後の事業推進に活用

＜スケジュール＞
・経営戦略の策定：平成28年度策定予定

【活用事例①】

岐阜県笠松町
（人口22,457人）
（下水道事業）

＜派遣アドバイザー＞
公認会計士

【活用事例②】

岡山県真庭市
（人口48,443人）
（水道事業、下水道事業、
簡易水道事業）

＜派遣アドバイザー＞
自治体ＯＢ・ＯＧ

平成31年度までに18回利用予定
（フォローアップ含む）

平成28年度中に複数回利用
（視察、電話相談等含む）

①及び②のほか、岩手県北上市（下水道）、長野県松本市（下水道）、香川県坂出市（病院）、熊本県菊陽町（下水道）の

計６団体が活用（平成28年度）

平成28年度 公営企業経営支援人材ネット事業の活用事例

11
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経営戦略策定に係る実務講習会について

１．概要

目 的：総務省では投資水準の見直しや必要な財源の確保、組織効率化・人材育成、広域化等・民間活用、ICTの活用などの取組方針を反映
した投資・財政計画を中心に、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を
図ることを要請しているが、経営戦略の意義や必要性を改めて説明するとともに、策定済先行事例の紹介、策定に係る演習等を通じた
経営戦略の策定推進を目的とする。

主 催：総務省と地方公共団体金融機構との共催

プログラム：

【講演形式】①経営戦略策定の意義や必要性について総務省担当者から、②先進事例紹介について開催地自治体担当者から講演

【演習形式】参加者を４～６名のグループに分け、策定練習（①投資・財政計画の推計、②収支ギャップ解消・効果の試算）

及び③個別相談を有識者を講師として実施

２．開催状況

※ 未策定団体の出席率はブロック単位で算出

※ 他に福井県、広島県での開催を調整中

ブロック 開催地 開催日 講師名 事例紹介団体 参加人数 未策定団体の出席率
（出席団体／未策定団体）

北海道ブロック 北海道 8月7日 遠藤 誠作 氏 北海道中空知広域水道企
業団

90名 39.1% （47団体/120団体）

東北ブロック 福島県 9月12日 渡邉 浩志 氏 福島県本宮市 63名 22.3% （34団体/152団体）

関東ブロック 神奈川県 7月26日 遠藤 誠作 氏 山梨県山梨市 149名 25.7% （72団体/280団体）

中部・東海ブロック 愛知県 9月3日 渡邉 浩志 氏 愛知県豊田市 118名 28.9% （71団体/245団体）

九州ブロック 鹿児島県 8月28日 渡邉 浩志 氏 鹿児島県鹿児島市 108名 27.6% （61団体/221団体）

沖縄ブロック 沖縄県 10月2日 渡邉 浩志 氏 沖縄県糸満市 68名 56.8% （25団体/44団体）

（水道事業）
○ 日本水道協会の地方支部総会や全国会議等の会議、水道事業事務研修会や水道事業管理職事務研修会等の講習会で毎年策定を要請。
○ 全国簡易水道協会のブロック会議や全国大会で毎年策定を要請。
○ 全国水道企業団協議会の総会で毎年策定を要請。
○ 地方財務協会の水道事業経営実務講習会で毎年策定を要請。

（工業用水道事業）
○ 日本工業用水道協会の定時総会で毎年策定を要請。

（交通事業）
○ 十都市交通事業管理者会議において、交通事業の管理者に対して、経営戦略の早期策定を要請。

（電気事業）
○ 公営電気事業経営者会議主催「総務・経営講習会」において、電気事業の総務担当者に対して、経営戦略の早期策定を要請。

（下水道事業）
○ 日本下水道協会の主催する地方支部総会などの会議や下水道事業経営講習会などの各市町村の長や担当者が集まる場において経営戦略の
概要や策定の必要性等について講演を行うとともに、策定を要請。

（港湾整備事業、市場事業）
○ 重要港湾管理者等主管課長会議（国土交通省）及び都道府県卸売市場担当者会議（農林水産省）にて、リーフレット、Q＆A、追加Q＆A、
策定事例を配布。

経営戦略の策定推進に対するこれまでの総務省の取組について（事業別）

１．各種会議での要請

２．個別要請の状況

３．効果等

（交通事業、エネルギー事業）
○ 経営戦略の策定時期が未定となっている団体に対して、平成32年度までに策定するよう都道府県の市町村担当課へ電話で依頼。

（下水道事業）
○ 高資本費対策の地財措置の要件とするのに合わせて、高資本費対策の対象団体となる団体には個別に策定をするように要請。

（地域開発事業係所管事業）
○ 地域開発事業係所管事業に係る追加Q＆Aを作成し、都道府県、政令市にリーフレット、Q＆A、追加Q＆A、策定事例を配布。

（下水道事業）
○ 上記の各種会議や個別の要請により、公営企業各事業の中でも最も経営戦略の策定率が高くなっている。

（地域開発事業係所管事業）
○ 平成30年３月31日現在（全998事業）において、平成29年３月31日現在と比較して、策定済は15事業の増加で49事業、取組中は117事業の増加で
172事業、策定予定年度「未定」は466事業の減少で162事業となった。 13
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経営戦略策定に係る実務講習会について

３．アンケート集計

①経営戦略策定の必要性について、首長や企業管理者等への国からの更なる説明や強い要請

②経営戦略策定のためのガイドラインの内容や策定手順に係る説明の充実

③経営戦略策定のノウハウを持った人材の派遣、実務研修会の実施

④経営戦略策定に係る費用負担に対する地方財政措置の充実

⑤その他
①国の要請

18.5%

②説明の充実
46.1%

③人材派遣・

講習会実施
25.8%

④地財措置
6.8%

⑤その他
2.8%

総回答数
５７７

１０７

１４９

２６６

３９
１６

※主な回答
・策定期限（現行の平成３２年度中の策定）の延長
・水道事業、下水道事業以外の各事業に特化した講習会の開催
・策定支援に係る地方交付税措置の平成３２年度までの延長

（３） 経営戦略策定に当たっての国等の支援について

経営戦略策定に係る実務講習会について

３．アンケート集計

①策定のための知識不足

②策定のための人材不足

③策定のための財源不足

④策定の必要性を感じない

⑤その他

①すでに経営戦略に代わる事業計画があるため

②現状の経営に何も問題が無く、将来的にも安定した経営を

維持できると議会や住民に対して説明ができるため

③国から経営戦略の策定を求められる理由が理解できないため

④近い将来に事業の廃止、統合等を予定・検討しているため

⑤その他

①知識不足
47.5%

②人材不足
32.6%

③財源不足
4.6%

④必要性なし
1.6%

⑤その他
13.6%

総回答数
６６８

３１７

２１８

３１

１１
９１

①計画あり
22.2%

②説明可能
16.7%

③理解不能
11.1%

④廃止等予定
22.2%

⑤その他
27.8%

総回答数
１８

４

３

２
４

５

※主な回答
・法適化を完了させた後、経営戦略に着手する予定である
・簡易水道事業の水道事業への統合など別の業務に取り組んでおり、
経営戦略の策定に取り組む余裕がない

※主な回答
・土地の売却が進んでおり、事業自体が収束しつつあるため
（宅地造成事業）

（１） 経営戦略策定の支障となっている事項

（２） 経営戦略策定の必要性を感じない理由

15
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経営戦略と個別の事業計画との関係について

⇒経営戦略に盛り込むべき事項の全てに〇がつく事業計画（個別施設計画）は、そのまま経営戦略と位置付け可能。
一部が△又は×の場合は、当該事項を補足策定することで合わせて経営戦略と位置付け可能。
全てが×の場合は、代替可能な計画がないため、別途経営戦略を策定することが必要。

説明：〇は経営戦略に盛り込むべき事項と同内容・同趣旨であるもの。
△は内容を補足、充実させることで経営戦略に盛り込むべき事項と同内容となるもの。
×は経営戦略に盛り込むべき事項と全く異なる。または、事業計画（個別施設計画）がないもの。

事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画 事業計画 個別施設計画

〇 〇 × 〇 × 〇 × 〇 × 〇
個別施設計画を策定すれば経営戦略とみなすことができる。

○ × × × × × △ × × ×
事業計画において、５か年間の収支の見積、建設費年次計画書、建設資金
調達年次計画書、２０か年間の建設資金償還計画書を提出させることとなっ
ている。

△ × × × × × × ×
事業計画は経営戦略を策定する上で参考程度に留まるもの。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

× × × × △ × × ×
事業計画において今後5年間の設備投資計画を記載している程度。

× × × × × × 〇 ×
代替性は低い。
事業計画の目標年次は10～15年程度とし、定期的に改訂する。

〇 × 〇 × × × 〇 ×
個別施設計画はなし。
事業計画ではSWOT分析を行い、定期的に取組の遂行状況をまとめ、必要
に応じて行動計画の見直しを行う。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

〇 × × × × × × ×
事業計画は都市計画法に基づく事業のみ。
個別施設計画はなし。
代替性は低い。

× × × × × × × ×
事業計画または個別施設計画がない。

事業計画を個別施設計画としている。

備考経営の基本方針
投資・財政計画
（収支計画）

経営戦略の事後
検証、更新等に
関する事項

交通 （鉄道）

工 業用 水道

水 道

〇 〇 △

と 畜 場

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

×

ガイドラインひな形
における経営戦略
に盛り込むべき事
項

事業名

宅 地 造 成

駐 車 場

下水道（公共）

事業概要
将来の事業環境
（水道・工水のみ）

観 光 施 設
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2 
  

平
成

25
年

度
は

、
固

定
費

を
で

き
る

だ
け

基
本

料
金

で
回

収
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

矢
巾

町
水

道
料

金
算

定
要

領
を

と
り

ま
と

め
、

料
金

改
定

の
際

の
基

本
的

な
考

え
方

を
示

し
た

。
 

平
成

2
6
年

度
に

策
定

し
た
「

水
道

施
設

整
備

計
画

」
は

、 「
矢

巾
町
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
」
で

定
め

る
５

つ
の

政
策

の
う

ち
「

安
定

の
実

現
」
の

主
要

計
画

と
し

て
位

置
づ

け
、
安

心
・
安

定
・
持

続
・
住

民
参

加
の

観
点

を
網

羅
し

た
「

水
道

事
業

ビ
ジ

ョ
ン

」
と

し
て

と
り

ま
と

め
て

い
る

。
 

経
営

戦
略

は
、

職
員

と
住

民
が

有
機

的
に

連
携

し
な

が
ら

基
本

理
念

を
実

現
す

る
た

め
の

計
画

と
い

う

位
置

づ
け

で
あ

り
、

諸
計

画
と

ビ
ジ

ョ
ン

実
現

の
た

め
の

シ
ナ

リ
オ

を
示

す
こ

と
で

両
者

を
つ

な
ぎ

合
わ

せ
る

役
割

を
担

っ
て

い
る

（
図

1
参

照
）
。
 

 
な

お
、

総
合

計
画

と
の

整
合

性
は

図
っ

て
い

る
。

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
を

う
け

た
個

別
計

画
に

相
当

す
る

計
画

が
水

道
施

設
整

備
計

画
と

な
っ

て
い

る
。

 

 
 

図
1  

基
本

理
念

と
経

営
戦

略
（

関
係

者
・

関
係

政
策

）
イ

メ
ー

ジ
 

  ４
 

国
の
支
援
等
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て

 
 

特
に
な

し
 

1 
 

先
行
策
定
団
体
の
事
例
紹
介
（
共
通
事
項
）

 
 

 
水
道
事
業
（
岩
手
県
矢
巾
町
）

 
 

１
 
策
定
に
当
た
っ
て
の
課
題
と
そ
の
対
応
、
策
定
に
要
し
た
期
間
に
つ
い
て

 
平

成
2
7
年

度
時

点
で

過
去

1
2
年

間
の

給
水

人
口

の
推

移
は

、
人
口
は

概
ね
横

ば
い

で
推
移

し
て

い

る
も
の
の

、
人

口
構
成

を
見

る
と
高

齢
化

と
子
育

て
世

代
の
減

少
に

伴
う
少

子
化

が
進
ん

で
お

り
、
今

後
は
自
然

減
が

多
く
な

り
、
人
口
は

減
少

傾
向
で

推
移

す
る
。
一
方

、
水
道
供
給
開
始
か
ら

5
0
年
が
経

過
し
、
水
道
施
設
は
老
朽
化
が
進
行
し
て
お
り
、
今
後
大
量
更
新
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
お
り
、
人
口
が
ほ
ぼ
ピ
ー
ク
の
状
態
で
施
設
更
新
を
進
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
況
に
あ
る
。
 

将
来

に
わ

た
っ

て
安

全
安

心
な

水
道

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、

ゼ
ロ

ベ
ー

ス
で

事
業

の
主

体
か

ら
検

討

し
、

あ
る

べ
き

姿
の

実
現

の
た

め
に

一
般

論
で

は
な

く
矢

巾
町

水
道

事
業

が
取

り
組

む
内

容
を

具
体

化
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
 

 
そ
こ
で

、
第
三
者
の
学
識
経
験
者
と
住
民
で
構
成
す
る
矢
巾
町
経
営
戦
略
策
定
検
討
会
を
設
置
し
、
約

１
年
を
か
け
て
水
道
事
業
経
営
戦
略
を
策
定
し
た
。

 
 ２
 
策
定
時
に
苦
労
し
た
点
、
工
夫
し
た
点
に
つ
い
て

 
 

現
状
分

析
を

し
っ
か

り
行

い
、
あ

る
べ

き
姿
や

到
達

点
を
明

示
す

る
こ
と

で
バ

ッ
ク
キ

ャ
ス

ト
方

式
に
よ
り

、
ビ

ジ
ョ
ン

実
現

の
た
め

の
シ

ナ
リ
オ

を
検

討
し
た

。
 

ゼ
ロ
ベ
ー

ス
で

事
業
主

体
を

検
討
す

る
う

え
で
は

、
単
な
る
文
献
調
査
や
指
標
の
整
理
だ
け
で
は
な

く
、
国
内
の
上
下
水
道
事
業
の
運
転
管
理
業
務
等
を
実
施
し
て
い
る
大
手
民
間
事
業
者

2
社
に
対
し
て
矢

巾
町
水
道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン
を
送
付
し
、
事
前
に
個
別
委
託
・
第
三
者
委
託
・
D
B
/
D
B
M
/
D
B
O
・

P
F
I
・
コ
ン

セ
ッ
シ
ョ
ン
・
完
全
民
営
化
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
の
実
施
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
し
て

い
た
だ
き
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

 
 

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
、
両
者
に
共
通
す
る
懸
念
事
項
と
し
て
住
民
と
の
合
意
形
成
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構

築
が
挙
げ
ら
れ
た
。
住
民
と
の
連
携
と
い
っ
た
矢
巾
町
が
も
つ
最
大
の
強
み
と
い
え
る
内
容
が
民
間
企
業

に
と
っ
て
は
リ
ス
ク
と
な
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
あ
り
、
改
め
て
経
営
戦
略
に
住
民
と
の
双
方
向
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
位
置
付
け
る
必
要
性
を
認
識
し
た
。
ま
た
、
住
民
が
経
営
戦
略
の
策
定
に
参
画
す
る
た

め
、
検
討
資
料
を
分
か
り
や
す
く
作
成
す
る
工
夫
を
行
っ
た
。

 
 ３
 
策
定
に
当
た
っ
て
既
存
の
総
合
計
画
、
事
業
計
画
、
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
な
ど

と
ど
の
よ
う
に
整
合
性
を
保
っ
た
か
に
つ
い
て

 
 

矢
巾
町
水
道
事
業
で
は
、
平
成

1
7
年
度
に
「
矢
巾
町
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
、
平
成

2
3
年
度
に

改
訂
、
基
本
理
念
を
「
大
好
き
！
水
」
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
、
水
道
サ
ポ
ー
タ
ー
と
の
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
３
年
間
実
施
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
に
渡
っ
て
水
道
を
使
っ
て
い
る
住
民
が

水
を
ゴ
ク
ゴ
ク
飲
み
な
が
ら
「
大
好
き
！
水
」
と
言
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
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4 
 

先
行
策
定
団
体
の
事
例
紹
介
（
共
通
事
項
）

 
 

 
下
水
道
事
業
（
滋
賀
県
大
津
市
）

 
 

１
 
策
定
に
当
た
っ
て
の
課
題
と
そ
の
対
応
、
策
定
に
要
し
た
期
間
に
つ
い
て

 
 【

主
な
課

題
】

 
・

50
年

近
く
経

過
し
た

終
末

処
理
場

の
老

朽
化

 
・

更
新
時

期
を

迎
え
る

下
水

道
施
設

の
計

画
的
な

更
新

 
 【

対
応
策

】
 

3
つ
の

基
本
方

針
を
定

め
て

整
理

 
 

 
Ⅰ
．

安
全

で
安
定

し
た

下
水
道

サ
ー

ビ
ス
の

確
保

 
Ⅱ

．
生
活

環
境

の
保
全

や
水

環
境
の

再
生

 
Ⅲ

．
持
続

的
な

健
全
経

営
の

維
持

 
 【

期
間

】・
・
・
約

10
ヶ
月

間
 

 
策

定
手
法
の

決
定
（

6
月

）
 
⇒

 
投

資
計
画

・
財

政
計
画

（
長

期
収
支

）・
担

当
課
調

整
・

各
課

意
見
照
会

・
関

係
課
長

会
議

（
ま
と

め
）

 
⇒
 

経
営

者
・
市

長
・

議
会
説

明
 

⇒
 
パ

ブ
コ

メ
 

⇒
 

 
 

計
画
公

表
（

3
月

）
 

  ２
 
策
定
時
に
苦
労
し
た
点
、
工
夫
し
た
点
に
つ
い
て

 
 【

苦
労
し

た
点

】
 

 
需
要
想

定
に

関
連
す

る
こ

と
 

 
 
・
有

収
水

量
、
下

水
道

使
用
料

の
見

通
し

 
 

 
・
職

員
数

の
見
通

し
 

 
 
・
一

般
財

源
か
ら

の
繰

入
 

 
中
長
期

的
な

投
資
額

に
関

す
る
こ

と
 

 
関
係
各

課
へ

の
照
会

、
回

答
や
内

容
の

調
整
に

関
す

る
こ
と

 
 【

工
夫
し

た
点

】
 

 
・

1
年
前
に

策
定
し

た
「

湖
都
大

津
・

新
水
道

ビ
ジ

ョ
ン
」

の
経

験
を
基

に
、

ビ
ジ
ュ

ア
ル

的
に

見
え
る
よ

う
に

し
た
（

策
定

し
て
も

職
員

が
関
心

な
い

も
の
と

な
ら

な
い
よ

う
に

）
 

3 
 ５
 
そ
の
他

 
こ

れ
ま

で
に

策
定

し
た

水
道

事
業

ビ
ジ

ョ
ン

が
絵

に
描

い
た

餅
に

な
っ

て
い

な
い

か
の

検
討

に
つ

い
て

は
、

水
道

事
業

ビ
ジ

ョ
ン

で
整

理
し

た
内

容
に

最
新

デ
ー

タ
を

反
映

さ
せ

て
投

資
と

財
源

の
面

か
ら

ギ
ャ

ッ
プ
が
な
い
か
を
検
証
し
た
。
結
果
、
水
道
料
金
の
値
上
げ
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
平
成

28
年

11
月
会
議
で
料
金
改
定
の
議
決
が
行
わ
れ
た
。

 
 
住
民
が
参
加
し
た
検
討
会
で
は
、
最
終
的
に
水
道
料
金
の
値
上
げ
を
伴
う
選
択
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
検
討

会
に
お
い
て
住
民
か
ら
は
「
大
好
き
！
水
、
を
今
後
も
使
用
し
て
い
き
た
い
。
た
だ
、
こ
の
基
本
理
念
は
信

頼
関
係
が
重
要
に
な
る
た
め
、
さ
ら
な
る
努
力
を
継
続
し
て
い
た
だ
き
、
顔
の
見
え
る
水
道
事
業
で
あ
っ
て

ほ
し
い
。
」
「
一
般
住
民
の
私
に
も
料
金
値
上
げ
の
必
要
性
が
理
解
で
き
た
。
丁
寧
な
説
明
を
す
れ
ば
必
ず

理
解
し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
あ
る
。
町
の
広
報
に
自
信
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。
」
「
他
の
事
業
体

で
は
で
き
な
い
、
矢
巾
町
な
ら
で
は
の
水
道
事
業
の
進
め
方
が
で
き
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
。
大
規
模
な
事

業
体
で
は
で
き
な
い
、
矢
巾
町
な
ら
で
は
の
水
道
事
業
を
確
立
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
全
水
道
サ
ポ
ー
タ
ー

が
応
援
し
て
い
る
。
」
等
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。

 
 
水
道
は
地
域
独
占
で
あ
り
、
住
民
は
水
道
事
業
体
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
鑑
み
、
住
民
に
納

得
い
た
だ
い
た
う
え
で
水
道
を
提
供
し
、
料
金
を
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
再
認
識
さ
せ
ら
れ

た
。

 
                    

資料 32

32



5 
 

・
管
路
劣

化
デ

ー
タ
を

基
に

、
施
設

の
健

全
性
を

維
持

し
な
が

ら
必

要
と
な

る
改

築
事
業

量
の

算

定
を
行
っ

た
 

 ３
 
策
定
に
当
た
っ
て
既
存
の
総
合
計
画
、
事
業
計
画
、
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
な
ど

と
ど
の
よ
う
に
整
合
性
を
保
っ
た
か
に
つ
い
て

 
 
・

平
成

28
年

度
で
満

了
す

る
第
Ⅱ

期
大

津
市
（

下
水

道
事
業

）
中

期
経
営

計
画

を
継
承

す
る

計
画

と
位
置
づ

け
た

 
・

総
務
省

通
知

「
公
営

企
業

の
経
営

に
当

た
っ
て

の
留

意
事
項

に
つ

い
て
」

(平
成

26
年

8
月

) 
 

 
 
⇒

計
画

期
間

10
年

以
上
の

中
長

期
的
な

経
営

戦
略
策

定
の

要
請
に

応
え

る
も
の

と
し

た
 

・
「
大

津
市
総
合

計
画
」

と
「

大
津
市

行
政

改
革
プ

ラ
ン

20
17

」
と
の

関
連
計

画
と

位
置
づ

け
た

 
・

計
画
期

間
は

、
平
成

29
～

40
年

度
の

12
年

間
 

 
 
 
⇒

大
津

市
総
合

計
画

の
計
画

期
間

と
一
致

 
 

 
 
⇒

前
期

、
中
期

、
後

期
の
３

期
に

分
け
て

進
捗

管
理

 
  ４
 
国
の
支
援
等
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て

 
 ・

総
務
省

通
知

「
公
営

企
業

の
経
営

に
当

た
っ
て

の
留

意
事
項

に
つ

い
て
」

の
策

定
の
留

意
点

に
お

い
て
、
学

識
経

験
者
、

専
門

家
等
の

知
見

を
活
用

す
る

こ
と
が

望
ま

し
い
こ

と
。

と
さ
れ

て
い

る

こ
と
か
ら

、
専

門
家
等

の
活

用
に
際

し
て

の
国
の

支
援

等
。

 
  ５
 
そ
の
他

 
  

・
直
営

で
作

成
し
た

こ
と

か
ら
、

全
体

的
に
ス

ケ
ジ

ュ
ー
ル

と
し

て
は
厳

し
い

も
の
で

あ
っ

た
 

 
・
２
で

も
記

述
し
た

が
、

関
係
各

課
へ

の
照
会

、
回

答
や
内

容
の

調
整
に

時
間

を
要
し

た
 

 
・
パ
ブ

リ
ッ

ク
コ
メ

ン
ト

を
実
施

し
た

が
、
一

部
の

議
員
か

ら
市

民
説
明

会
開

催
等
の

声
が

あ
っ

た
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○ 平成29年度の経営戦略策定状況調査において、各都道府県の市町村で策定された経営戦略の中から、他の公営企業の

参考となり得ると考えられる事例を照会し、水道事業（簡水含む）（４４事例）、下水道事業（４３事例）について回答を受けた。

○ その事例について、総務省公営企業課内において、以下の観点から３区分６項目を評価項目として評価を行ったところ。

➢料金収入は、今後著しい人口減少社会を迎え、節水意識の高まりもある中で、これまで以上に収入減少になることが予想されることから、

料金収入の推計にあたって外部環境の変化とそれに対応する料金単価を見込むこと

➢投資は、更新投資の時期を迎えるにあたってアセマネ・ストマネの重要性が高まっている中で、中長期の視点での推計を示すこと

➢料金以外の財源については、効率的な経営を行った上で事業の持続可能性を担保するために、企業債による世代間負担の公平性も考慮した

資金の確保について説明すること

策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題について

１．策定済みの経営戦略の評価分析

区分 評価項目（３段階評価）
水道事業 下水道事業

3点 2点 1点 3点 2点 1点

将
来
の
事
業
環
境

料金収入

使用量の見込みが適切に行われているか
（例：人口推計の見込み、有収水量の見込み 等）

8事業 32事業 4事業 6事業 15事業 22事業

料金単価の見込みが適切に行われているか。
（例：収支均衡が見込めない場合に、値上げ等に触れているか）

11事業 22事業 11事業 3事業 22事業 18事業

投資

更新投資と修繕計画についての説明がされているか
（例：アセマネ・ストマネが利用されているか 等）

13事業 15事業 16事業 6事業 8事業 29事業

投資・財政計画に更新投資や起債に関するコストや収益が反映されているか。
（減価償却費・支払利息・長期前受金戻入 等）

7事業 27事業 10事業 3事業 24事業 16事業

財源
（料金以外）

外部資金の推計に関する説明がされているか。 14事業 17事業 13事業 5事業 26事業 12事業

内部資金（自己財源）に関する説明がされているか。 5事業 20事業 19事業 2事業 9事業 32事業

1

策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に
向けた課題について

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

総 務 省 自 治 財 政 局 公 営 企 業 課

資料５

資料 34

34



0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

20万人以上

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

10万人以上20万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人以上10万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人未満

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

全体

策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題について

１．策定済みの経営戦略の評価分析（下水道事業）

○ 下水道事業は低い点数に分布が集中しており、評価した事業のう
ち21事業（全体の48.8%）が９点以下の点数である。

○ 特に１６点以上の高評価となる事業はなく、最頻値が１１点評価で
あることから、水道事業に比べて、見直しにあたっては、更なるレベ
ルアップが必要となる。

○ なお、下水道事業は法非適用の数値をベースに作成している団体
も多いことから、法適用したタイミングで経営戦略の見直しが進むよ
うに見直し策を提示することが必要。

【合計点の事業数分布（最低点６点、最高点１８点）】

【合計点の事業数分布（人口規模別）】

○ 下水道事業においては、小規模団体ほど、評点が低いことから、特に小規模団体に対する見直し策の提示をすることが必要。

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

全体

策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題について

１．策定済みの経営戦略の評価分析（水道事業（簡水含む））

○ 水道事業は中央に分布が集中しており、評価要素の６項目を平均
的に満たしている事業が多い。

○ 一方で、評価した事業のうち12事業（全体の27.3%）が9点以下であ
り、経営戦略の見直しにあたり、さらに内容を充実させる必要があ
る。

【合計点の事業数分布（最低点６点、最高点１８点）】

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

3万人以上10万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

10万人以上20万人未満

0
1
2
3
4
5

6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

20万人以上

【合計点の事業数分布（人口規模別）】

○ 水道事業においては人口規模別の特徴は見られず、どの人口規模であっても評価要素６項目を平均的に満たしている一方、人口規模20万人
以上であっても、９点以下の事業があることから、全ての水道事業に対して、見直し策を提示することが必要。

2

3
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（単位：事業）

802 (100.0%) 62 (7.7%) 77 (9.6%) 126 (15.7%) 152 (19.0%) 104 (13.0%) 30 (3.7%) 57 (7.1%) 194 (24.2%)

う ち 上 水 道 579 (100.0%) 49 (8.5%) 63 (10.9%) 92 (15.9%) 111 (19.2%) 76 (13.1%) 24 (4.1%) 30 (5.2%) 134 (23.1%)

う ち 簡 易 水 道 223 (100.0%) 13 (5.8%) 14 (6.3%) 34 (15.2%) 41 (18.4%) 28 (12.6%) 6 (2.7%) 27 (12.1%) 60 (26.9%)

61 (100.0%) 8 (13.1%) 8 (13.1%) 7 (11.5%) 8 (13.1%) 13 (21.3%) 1 (1.6%) 2 (3.3%) 14 (23.0%)

14 (100.0%) 6 (42.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (21.4%) 0 (0.0%) 1 (7.1%) 2 (14.3%) 2 (14.3%)

23 (100.0%) 4 (17.4%) 5 (21.7%) 3 (13.0%) 5 (21.7%) 3 (13.0%) 1 (4.3%) 0 (0.0%) 2 (8.7%)

12 (100.0%) 3 (25.0%) 2 (16.7%) 2 (16.7%) 1 (8.3%) 1 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (25.0%)

2 (100.0%) 1 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

7 (100.0%) 1 (14.3%) 0 (0.0%) 2 (28.6%) 2 (28.6%) 2 (28.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

17 (100.0%) 0 (0.0%) 2 (11.8%) 2 (11.8%) 5 (29.4%) 3 (17.6%) 1 (5.9%) 2 (11.8%) 2 (11.8%)

17 (100.0%) 5 (29.4%) 3 (17.6%) 0 (0.0%) 4 (23.5%) 1 (5.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (23.5%)

6 (100.0%) 0 (0.0%) 3 (50.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%)

2,284 (100.0%) 162 (7.1%) 248 (10.9%) 503 (22.0%) 531 (23.2%) 156 (6.8%) 31 (1.4%) 149 (6.5%) 504 (22.1%)

3,245 (100.0%) 252 (7.8%) 348 (10.7%) 645 (19.9%) 713 (22.0%) 284 (8.8%) 65 (2.0%) 212 (6.5%) 726 (22.4%)

交 通

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

合 計

うちH34年度に
見直し予定

事業数（構成比）事業数（構成比）

水 道

工 業 用 水 道

合計 うちH35年度に
見直し予定

電 気

うちH36年度以降に
見直し予定

うち見直し予定
年度未定

事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比）

うちH30年度に
見直し予定

うちH31年度に
見直し予定

うちH32年度に
見直し予定

うちH33年度に
見直し予定

〇 平成26年8月の｢留意事項通知｣では、｢経営戦略｣の事後検証、更新等として、｢毎年度進捗管理（モニタリング）を行うととも
に、３～５年に一度見直し（ローリング）を行うことが必要である｣と明記している。

⇒ 既に経営戦略を策定した事業のうち、約60％の事業が今年度から平成33年度にかけて、見直しを予定しており、早急に、
その際に既存の経営戦略の質を高める見直しを促進するための方策を具体的に示すべきではないか。

策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題について

２．策定済みの経営戦略の今後の改訂の見込み

1,958事業／3,245事業＝60.3％

5

策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題について

１．策定済みの経営戦略の評価分析

【総合評価】

○ 社人研の人口推計等を踏まえて給水人口（処理区域人口）を見込んでいる事業が多い一方で、節水機器の普及等による

有収水量の低下や、収支均衡させるための料金水準についての言及がない又は説明が不十分な事業が多い。

○ 企業債残高について目標を置いている一方で、その他の財源については具体的な言及に乏しい事業が多い。

○ 将来の事業環境を踏まえた推計を行っていると推察されるものの、算定方法についての言及がない事業が多く、

投資・財政計画の実現可能性が評価しにくい事業が多い。

【事業別評価】

○ 水道事業においては、人口規模別の特徴は見られず、どの人口規模であっても評価要素６項目を平均的に満たしている

一方、最高点18点のうち９点以下の事業が一定数存在している。

○ 下水道事業においては、水道事業に比べて低評価の事業が多く、小規模団体ほど評点が低い傾向にある。

○ 水道事業はアセットマネジメント手法を活用している事業が多い一方で、定性的な説明に止まっており将来推計は

投資計画の10年間のみしか明示していない事業が多く、下水道事業はストックマネジメントの利用について言及している

事業は少ない。

⇒各評価項目について、評価のばらつきがあり、十分な記述がないものも見られた。また、将来の投資試算については、

計画期間に限らず、可能な限り長期間（30年～50年超）の見込みを示した上で、計画期間の試算を精緻に行うことが

望ましいが、長期間の見込みについての記述がない又は乏しいものも見られた。

4
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策定済みの経営戦略の分析と見直し（次期改訂）に向けた課題について

〇 経営戦略の策定については、平成26年の留意事項通知や平成29年のガイドラインの改訂版について、具体的に経営戦略
に盛り込むべき事項や将来予測方法の考え方など、実務上の指針として多くの記載がある。

〇 しかし、「経営戦略」の事後検証、更新等については、以下のとおり、１項目での説明のみとなっている。

｢公営企業の経営に当たっての留意事項について｣（平成26年８月総務
省通知） 抜粋

４ 「経営戦略」の事後検証、更新等

「経営戦略」の期間は10年以上を基本とするが、毎年度進捗管理（モニタリン
グ）を行うとともに、３～５年に一度見直し（ローリング）を行うことが必要である。

見直しに当たっては、「経営戦略」の達成度を評価し、また、「投資・財政計画」
やそれを構成する「投資試算」「財源試算」と実績との乖離及びその原因を分析
し、その結果を「経営戦略」やそれを構成する各計画の修正、次期計画の策定
等の形で企業経営に反映させる「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）
－見直し（Action）」のサイクルを導入する必要があること。

「経営戦略」と実績の乖離が著しい場合には、「経営戦略」の見直しについて
検討するとともに、経営のあり方、事業手法の見直しについて改めて検討すべ
きであること。

このサイクルの実効性を担保し、また、企業経営の中に定着させるためには、
評価結果を予算編成や定員管理等に反映させるルールを確立することが望ま
しい。さらに、評価の過程において議会による審議、監査委員による監査等、学
識経験者や地域住民等が参加した上での評価等の手順を踏むことによって、
評価の客観性が確保されるように留意すべきであること。

あわせて、各種の経営指標等を活用して経営規模等の類似する民間企業を
含む他の同種企業との経営状況の比較を行い、また同種企業における経営改
善事例を積極的に活用した経営分析を行い、計画の達成に向けた経営健全
化・効率化の推進に努めることが望ましいこと。

｢経営戦略策定ガイドライン｣（平成29年３月改訂） 抜粋

４ 「経営戦略」の事後検証、更新等

○ 計画の策定で終わりではなく、ＰＤＣＡサイクルを働かせることが必要

「経営戦略」は、計画を策定したことをもって終わりというものではなく、毎年
度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３～５年ごとに見直し（ローリング）を
行い、ＰＤＣＡサイクルを働かせることが必要である。

この場合は、「投資・財政計画」と実績の乖離を検証するだけではなく、将来
予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取組等についても検証し、必要な見
直し（ローリング）を行うことが重要である。また、「経営戦略」策定後において広
域化等や民間活用等の新たな経営健全化や料金見直しなどの財源確保に係る
取組が具体化した場合等においては、その内容を「経営戦略」に追加し、「投資・
財政計画」に反映することが必要である。

３．留意事項やガイドラインにおける「経営戦略」の事後検証、更新等の記述

6
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第１回研究会における主な委員ご意見及び対応方針

＜経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進する方策について＞

連番 委員ご意見 対応方針

１ 【意義】 策定した経営戦略をどう活用していくべきかについて説明を充実させる。経営戦略の活用事例も

あれば紹介する。また、経営戦略と他の事業毎の計画等との関係を整理する。○ 経営戦略は策定することが目的ではなく、策定した戦略をいかに実践し

ていくかが重要。

２ 【意識・知識】 公営企業としての意識や経営戦略策定の必要性についての説明を充実させる。

公営企業全体としての他、事業毎に策定の必要性を具体的に説明する。

現行ガイドラインの各事業に係る説明中、理解困難な項目を分析する。

○ 市場事業等は策定に対する意識がまだ低く、そもそも公営企業であると

の認識がないケースも見られる。

○ 意識はあるが、知識がない場合のギャップを埋めるため、知識不足の内

容を具体的に分析すべき。

３ 【組織・定員】 人材支援の活用の記載を充実の上、すべてを自前の職員で行うのが難しい場合にはそれらの制度

を積極活用するよう求めていく。一般会計側との連携も改めて説明する。○ 職員が少ないため、策定が進まない。

○ 公営企業部局と一般会計部局との連携が必要。

４ 【他の改革との関係】 他の改革の取組が経営戦略を策定しない理由にはならない（事業法改正の影響は要検討）ため、

改めて策定の必要性について言及するとともに、他の改革への取組（法適化、広域化等）との関

係を整理する。

なお、事業ごとに経営戦略を策定しない・できない理由に合理性あるものの有無を精査する。

法適化と経営戦略策定の関係性及び作業負担の軽重を説明し、策定のハードルを下げる。

○ 事業法の改正や法適化、広域化などの経営に大きな影響がある取組等が

落ち着かないうちは策定できないとの意見がある。

○ 法適化への移行検討中が策定できない理由にあげられているが、固定資

産台帳の整備が終わっていれば、過度な手間がかかるものではないことをPR

すべき。

５ 【県の役割】 下水道事業の広域化に対する県の支援の動きなどを参考に、県の役割を明文化する。

県の役割分担の一つとして、策定促進に主体的に関わらせるため、講習会共催の一端を担わせる

ことも検討する。

○ 下水道事業の広域化に対する県の支援にならい、県の支援が有効ではな

いか。

○ 参加者のニーズに合った講習が必要。県の役割として数ヶ月毎にフォ

ローアップを行う仕組みをつくるべき。 1

経営戦略の策定が進まない事業・団体の策定を促進
する方策（案）及び策定済みの経営戦略の質を
高める見直しを促進する方策（案）について

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

総 務 省 自 治 財 政 局 公 営 企 業 課
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○ 平成26年8月の留意事項通知は、経営戦略策定の考え方の他、公営企業会計の適用促進や、経営健全化計画の策定上の留意
事項など、公営企業の経営についての基本的な考え方を網羅的に示したもの。

○ 一方、経営戦略策定ガイドラインは、基本的な考え方の他、事業別ガイドライン、優良事例集、ひな形様式で構成されているが、
考え方や先行事例の例示に止まり、策定実務の手引書としては説明不足の感がある。

○ 「経営戦略」の策定期限（平成32年度）が迫る中、策定が遅れている事業や見直しを予定する事業に、改めてその必要性を認識
してもらうとともに、策定・改定に当たって実用的な手引書として有効活用してもらえるよう、下記のとおり組替整理してはどうか。

第１．公営企業の経営についての基本的な考え方

第２．公営企業の計画的経営の推進に関する事項

第３．公営企業の経営に係る事業別留意事項

第４．「資金不足等解消計画」策定上の留意事項

第５．「経営健全化計画」策定上の留意事項

第６．その他

はじめに

第１章 「経営戦略」に関する基本的考え方

第２章 事業別ガイドライン

（別添） 水道・下水道先進事例集

各事業別 経営戦略ひな形様式

共通様式 投資・財政計画

留意事項通知

策定ガイドライン

策定・改定ガイドライン

策定・改定マニュアル

➢ 留意事項通知から「経営戦略」に係る事項
を抽出し、策定ガイドラインにおける基本的考
え方と合わせ、説明内容の増補・充実を図る。

➢ 経営戦略に特化した留意事項のワンパッ
ケージ化により、改めて必要性の周知徹底と
ともに留意事項の参照に係る利便性向上を
図る。

➢ 既存のガイドラインの内容を踏まえつつ、可
能な限り、「経営戦略」策定（及び改定）実務
に係る技術的手法の説明を充実。

➢ 策定に向けての考え方や先行事例を集め
た参考書から、より具体的な策定実務の手引
書に改変し、実用性の向上を図る。

（抽出）

（移行）

（充実）
（抽出）

（移行）

（充実）

＜現 行＞ ＜見直し（案）＞

新たな通知（案）及びガイドラインの改訂について【方策案①】

（組替新規）

（組替新規）

3

第１回研究会における主な委員ご意見及び対応方針

＜策定済みの経営戦略の質を高める見直しを促進する方策について＞

連番 委員ご意見 対応方針

６ 【策定・見直し】 策定時や見直し時における留意事項として、策定後の評価、検証の時期、手順、手法等を記載事

項とすることを検討する。

分野ごとの専門家の活用方法も整理する。

評価が低かった事項を抽出し、記載内容を底上げできるような説明を行う。また、当初策定時に

立てるべき目標項目及びその水準並びに見直し時において求めるステップアップの程度を示せな

いか検討する。

各事業によって経営戦略の中で求められるべき程度についても検討する。

○ 経営戦略の改定はトップレベルの重要事項。誰がどう評価しそのように

改定するのかを当初策定時から折り込んで戦略を策定すべき。

○ 専門家の活用といっても、ファイナンス（銀行）、法解釈（自治法、

PFI法）など多岐に渡るため、策定にあたり具体的にどの分野の人材が必

要なのかを明確にして支援していくべき。

○ 既策定の評価項目の中で評価が低いところを手厚く説明すべき。策定時

には最低基準を示し、見直し時にはここまでステップアップ図るべきとい

う方法が考えられるではないか。

７ 【意義】 第三者評価と積極的な住民への公表を検討する。併せて、委員からの事例紹介を踏まえ、策定段

階から住民参加を求め、理解を得ることが有効である旨を説明する。○ 外部から見られているという意識を持たせるため、第三者による評価と

その公表を義務付けてはどうか。

８ 【留意点】 通知において見直し時に考慮すべき項目として記載した上で、ガイドラインにおいては更に事業

毎に精度があり活用できる指標があれば追加する。○ 委託労務費、賃金、物価の上昇が続いている。このような状況は長期計

画の際には考慮すべき項目である。

９ 【事業の経営見通し期間】 将来試算は可能な限り30年から50年超であることが望ましいとしていることを踏まえつつ、現実

的に各事業においてどの程度の期間の見通しを立て得るのか、または長期の見通しが立てにくい

事業がある場合にどのような見通しの立て方が有効か検討する。

○ 施設の耐用年数が長い水道・下水道は30年から50年でもよいが、原料費

の影響を受け、先の見通しが立て難いガス事業などもあるので事業毎に区

分して考えるべき。

⇒ 以上のとおり、委員各位からのご意見、団体からの要望等を踏まえた方策案として、次の４案が考えられるところ。

➢ 方策案① 留意事項通知を補足する新たな通知による周知、現行ガイドラインを改訂し内容を充実

➢ 方策案② 経営戦略策定実務講習会の継続実施（都道府県の共催実施等、役割の明確化）

➢ 方策案③ 経営戦略策定経費に対する地財措置の時限延長等

➢ 方策案④ 経営戦略の起債協議に当たっての確認書類への位置づけ（Ｈ３３～）、その旨の周知 2
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新たな通知（案）及びガイドラインの改訂（新たな通知イメージつづき）【方策案①】

３ 効率化・経営健全化の取組

（１） 組織、人材、定員、給与に関する事項

① 効率的な組織の整備

② 人材の確保・育成

③ 定員管理の推進

④ 企業職員の給与の適正化

⑤ 人事管理、退職管理

（２）広域化や民間の資金・ノウハウの活用等の推進に関する事項

① 広域化の推進

② 民間の資金・ノウハウの活用等の推進

（３）その他の経営基盤強化に関する事項

① 企業環境の整備

② 資産の有効活用等

③ 情報通信技術の活用

④ 新技術の活用

（４）資金不足比率に関する事項

（５）資金管理・調達に関する事項

（６）情報公開に関する事項

（７）その他重点事項

① 防災対策の充実

② 危機管理等の体制整備

③ 入札手続の適正化

４ 「経営戦略」の事後検証、更新等

第２．公営企業の経営に係る事業別留意事項

＜現 行＞

委員意見６【策定・見直し】、７【意義】、８【留意
点】

策定後の評価、検証の時期、手順、手法等を記
載事項とすることを検討。

➢ モニタリング、事後検証（PDCA）や見直し

（ローリング）を行う際には、第三者による検証
とその公表も有効と考えられるため、実施手順
について充実。

➢ 見直し（ローリング）に当たっての留意事項と
して、

① 前提条件の変更（物価等の見通しの在り方
も含む）、計画と現実（決算）との乖離の分析
や補正、新たに生じる収支不均衡を是正する
ための新施策（広域化等）の導入、

② 地方公営企業会計の適用やストマネ・アセ
マネの導入

などにより経営戦略の「実質化」を担保できるよ
うする。

分野ごとの専門家の活用方法も記載事項に追
加する。

委員意見５【県の役割】

県の担う役割として、市町村担当課、事業
制度所管課、県営企業部門それぞれの役
割と市町村営企業部門との関係等を整理
の上、記載する。

委員意見３【組織・定員】

一般会計部局（企画財政部門、地域政策担当
部門等）との連携に係る記載を充実。

意見９【経営見通し期間】

当初策定時に立てるべき目標項目及びその水
準並びに見直し時において求めるステップアップ
の程度を示せないか検討。

＜組替イメージ及び主な見直し項目＞

5

＜現 行＞ ＜組替イメージ及び主な見直し項目＞

新たな通知（案）及びガイドラインの改訂（新たな通知イメージ）【方策案①】

経営戦略策定・改定ガイドライン

第１．公営企業の計画的経営の推進に関する事項

１ 「経営戦略」の基本的な考え方

（１）「経営戦略」について

（２）策定の留意点

２ 「投資・財政計画」の策定

（１）公営企業の現状、将来見通し

（２）計画期間の設定

（３）「投資試算」の取りまとめ

① 施設・設備の現状把握・分析、将来予測

② 「投資試算」の目標設定、投資額の合理化

③ 「投資試算」の取りまとめ

（４）「財源試算」の取りまとめ

① 財務状況の適切な現状把握・分析、将来予測

② 財源構成の検討

③ 「財源試算」の取りまとめ

（５）「投資・財政計画」の策定

① 投資以外の経費の適切な算定

② 収入と支出の均衡（整合性検証）

通知文（頭書き）

記

第１．・・・

第２．公営企業の計画的経営
の推進に関する事項

第３．公営企業の経営に係る
事業別留意事項

第４．・・・

第６．・・・

はじめに

第１章 「経営戦略」に関する基本
的考え方

第２章 事業別ガイドライン

（別添）

水道・下水道先進事例集

各事業別 経営戦略ひな形様式

共通様式 投資・財政計画

通知文（かがみ）

・
・
・

留意事項通知

策定ガイドライン

策定・改定マニュアル へ改訂。

意見１【意義】、２【意識・知識】

経営戦略策定の意義や必要性について、記載を
充実。

事業別に整理を行い、説得力のある分かりやす
い表現にする。

意見４【他の改革との関係】

経営改革の他の取組（事業廃止、民営化等、法
適化・公営企業会計の適用）との関係について、
それぞれを同時並行的に検討すべきなのか、そ
れとも、優先すべき事項があるか、相互に利用で
きるものはないかなど検討。

また、他の事業計画との関係を整理し、「どうした
ら経営戦略となるか」等を記載。

投資試算・財源試算については、可能な限り長
期間（30年～50年超）の試算を行うとともに、その

試算方法及び試算結果についても必要項目とす
る旨記載。

策定期限を明記する。

投資試算・財源試算の結果及び収支ギャップ解
消の時期を見据え、適切な期間で策定すべき旨
を記載。

留意事項通知等を新ガイドライン、新マニュアル
に改める趣旨、その他の伝達事項（地財措置等）
を記載。

＋

4 
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○ 経営戦略（投資・財政計画）策定時における「投資試算」等の支出と「財源試算」にギャップがある場合のギャップ解消に向けた再
検討は、策定済みの経営戦略についてその取組実行の結果、決算値と投資・財政計画見込値（目標値）とに差異（決算乖離）が生
じた場合の経営戦略の見直し手法にも当てはまる。改定に係るプロセスについても具体的な解説が有効。

○ 経営戦略の策定（P)→実行（D）→決算分析・乖離要因把握（C）→取組の再検討（A）→改定（P)・・・というPDCAサイクルを繰り返
し行うことによって、安定的な経営の確立と、経営改革の持続が可能となる流れを明示。

ガイドラインの改訂（マニュアル化）に向けての考え方②【方策案①】

7

＜策定時＞ ＜改定時＞

投
資
試
算
と
財
源
試
算
の
整
合
性
検
証
プ
ロ
セ
ス

※ 試算条件の変更及び見直しが中心となる。 ※ 決算値（実績値）に基づいた具体的な取組の見直しが中心となる。

投
資
・
財
政
計
画

目標設定、
水準の合理化

計画策定
（取りまとめ）

戦略実施、事後
検証など

現状把握・分析、
将来予測

事後検証・更新等

・毎年度の進捗管理

・3～5年に一度の見直し
（経営指標等も活用）

施設・設備の現状把握

規模・能力、劣化の状況、
使用可能年数等を把握

将来の需要予測

可能な限り長期間（30年～
50年超）の需要予測

財務状況の適切な
現状把握・分析

現在の財務状況を把握
（企業債・自己資金等）

○ 現行のガイドラインの内容の充実、実用性の向上に向けて、「経営戦略」策定までの流れや個々の作業において参考となる図を

挿入し、直感的に理解しやすい形としてはどうか（下記図は一例）。

○ 策定団体の許可を得て、策定済み経営戦略を策定開始から完成までの作業工程に分解し、解説を加えるなども有効か。

目標設定

住民サービスを維持するた
めに必要な目標を設定

投
資
試
算

財
源
試
算

投資額の合理化

目標達成のために必要とな
る合理的な投資規模を把握

将来の財源等予測

各財源や「投資試算」を含
む需要額等の見通しを踏ま
えた財政状況の将来予測

財源構成の検討

財源や需要額の将来予測

を踏まえて、料金、企業債、

一般会計繰出金の各財源

について、適切な水準・構

成を検討

計画等と実績の乖離が
著しい場合には
計画見直しを検討

ギャップが生じた場合
には均衡を図る

優先順位付け、平準化
等による合理的な投資
の内容・所要額等の見

通しの取りまとめ

投資試算

財源試算

投資以外の経費

必要かつ合理的な額の
確保を前提とした上で、
徹底した効率化に取り組
むことが必要

財源見通しの取りまとめ

（ギャップの発生要因に応じて所要の項目を再検討）

ガイドラインの改訂（マニュアル化）に向けての考え方①【方策案①】

6

ギャップ解消に
向けた再検討は
次ページ
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新たな通知（案）及びガイドラインの改訂について（周知徹底の方策）【方策案①】

○ 新たな通知及びガイドライン改訂版について、特に経営戦略策定の意義、必要性を地方公共団体の首長や、公営企業管理者等
の経営トップに直接理解してもらうことにより、関係部局や現場担当者が、経営戦略の策定や質を高める見直しに向けて積極的に
取り組む環境構築につながるものと考えられる。

○ そのため、各事業者組織主催の会議等の場を活用し、（これまで以上に）経営トップに対する周知徹底を図ってはどうか。

■首長・管理者が参加する事業者組織主催の会議と総務省からの出席状況

9

会議名 主催者 開催時期
開催場所

（H30実績/予定）

自治体参加者
レベル

総務省出席者
レベル

形式
（講演/挨拶）

総務省
持ち時間

講演/挨拶以外に
可能な対応等

日本水道協会総会 日本水道協会 6月 東京都 管理者 室長 挨拶 数分 資料配付は可

日本水道協会全国会議 日本水道協会 10月 福岡市 首長、管理者 室長
挨拶
講演

4分
20分

講演資料とは別に資料
配付の余地あり

日本水道協会地方支部総会 日本水道協会 7月～8月
東京都　他
（全国7ブロック）

管理者 室長　他
挨拶
講演

数分
15分

講演資料とは別に資料
配付の余地あり

全国水道企業団協議会総会 全国水道企業団協議会 5月 箱根町 管理者 室長
挨拶
講演

数分
20分

講演資料とは別に資料
配付の余地あり

全国簡易水道大会 全国簡易水道協議会 5月 札幌市 首長、管理者 室長
挨拶
講演

数分
20分

講演資料とは別に資料
配付の余地あり

全国簡易水道協議会ブロック
会議

全国簡易水道協議会 4月
奈良県　他
（全国6ブロック）

管理者 室長　他
挨拶
講演

数分
15分

講演資料とは別に資料
配付の余地あり

全国簡易水道協議会役員会 全国簡易水道協議会 2月 東京都 首長、管理者 室長
挨拶
講演

数分
15分

講演資料とは別に資料
配付の余地あり

日本工業用水協会定時総会 日本工業用水協会 6月 東京都 管理者 室長 挨拶 数分 資料配付は可

公営交通事業協会通常総会 公営交通事業協会 5月 東京都 管理者 審議官 挨拶 5分 資料配付の余地あり

公営交通事業協会理事会 公営交通事業協会 11月 東京都 管理者 室長 挨拶 5分 資料配付の余地あり

日本地下鉄協会通常総会 日本地下鉄協会 5月 東京都 管理者 審議官 挨拶 5分 資料配付の余地あり

十都市交通事業管理者会議
十都市交通事業管理者
会議

7月
名古屋市
（全国持ち回り）

管理者 課長補佐 講演 90分 資料配付は可

船 舶 － － － － － － － － ※事業者組織がない

上 水 道

簡 易 水 道

水　道

工 業 用 水 道

バス、地下鉄
(路面電車、懸垂
電車等カバー可)

地 下 鉄

交　通

事業区分

○ 「経営戦略」の策定（または改定）の質を高める観点から経営戦略に求める項目として下記のとおり加えてはどうか。

ガイドラインの改訂（マニュアル化）に向けての考え方③【方策案①】

経営戦略策定ガイドライン・ひな形様式において求めている項目（例：水道事業） （新規に加えるべき項目）

将来予測に関しての説明が不十分な事業が多いため、
それぞれの根拠や考え方について、明記するよう記載
要領に加える。

投資・財政計画（様式は10年間を基本としている）

経営戦略（投資・財政計画）は、上記投資試算・財源試
算の結果を踏まえ、収支ギャップ解消までを見据えた上
で適切な計画期間（10年以上）で策定することとする。

大項目 小項目

将
来
の
事
業
環
境

（
経
営
の
基
本
方
針
）

1以下の各項目に係る将来予測

① 給水人口、水需要の予測

② 料金収入、施設、組織の見通し

2将来の事業環境を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針等

投
資
・
財
政
計
画
に
つ
い
て
の
説
明

投
資
計
画

【項目の追加】 長期試算の結果（前提条件、試算結果、高位・中位・低位など数パターン）

3投資の目標

4計画期間内に実施する主な投資の内容（施設名、時期、金額など）

5収支計画の策定に当たって反映した取組

財
政
計
画

【項目の追加】 長期試算の結果（前提条件、試算結果、高位・中位・低位など数パターン）

6財源の目標

7財源（料金、企業債、繰入金、国庫補助等）の積算の考え方等

8収支計画の策定に当たって反映した取組
投
資
以
外
の

経
費
に
つ
い

て
の
説
明

9投資以外の経費（委託料、修繕費、動力費、職員給与費など）の積算の考え方等

10収支計画の策定に当たって反映した投資以外の経費の削減に関する取組

未
反
映
・
今
後

検
討

予
定
の
取
組

11収支計画に未反映の取組や今後検討予定の取組

① 投資、財源についての検討状況等

② 投資以外の経費についての検討状況等

経
営
戦
略
の

事
後
検
証
、

更
新
等
に
関

す
る
事
項

12経営戦略の事後検証、更新等に関する考え方

「投資試算」に係る項目を新規に追加
投資に係る試算については、可能な限り長期間（30年
～50年超）で行うこととし、その試算結果及びそれに基

づく長期目標を記載する。また、試算については複数の
試算をすることが望ましい旨を記載要領に加える。

「財源試算」に係る項目を新規に追加

財政に係る試算については、投資に係る試算と同様。
相当の期間での試算を行い、その試算結果及びそれに
基づく長期目標を記載する。

推計の算定方法、合理的な効果額についての説明が不
十分な事業が多いため、これらを明記するよう記載要領
に加える。

投資の場合と同様。

8
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経営戦略策定実務講習会の継続実施（都道府県の共催実施等、役割の明確化）

○ 講習会参加者へのアンケートの結果、講習会の継続に係る要望多数。

（講習会の実施２５％、説明の充実と合わせ回答総数の７２％を占める。その他、上下水道以外の各事業に特化した講習を求める声あり。）

○ 第１回研究会において委員から、研修会参加者の「研修ニーズ」の分類とそれに即した研修内容の整理、また研修後のフォローアップが必要
であり、それらは都道府県の役割ではないかとの意見。

⇒ 以上を踏まえ、以下のとおり、実務講習会を継続して開催することとしてはどうか。

（１）全国ブロック単位での実務講習会

➢ 経営戦略実務講習会を継続開催。

➢ 開催に当たっては、「公営企業会計適用拡大に関する講習会」（新規）とのセットで、２日間に渡る開催が効率的か。

➢ 経営戦略策定に向けた都道府県の積極支援を求める趣旨から、開催地都道府県との共催による開催を検討（都道府県に協力要請）。

➢ 都道府県による講習会終了後の団体の状況確認や、参加できなかった団体に対するフォローアップ体制を検討。

（２）上下水道以外の事業に係る実務講習会

➢ 上下水道以外の事業のうち策定率の低い事業（港湾整備、市場、駐車場等）を中心に事業別の実務講習会の開催を検討。

➢ これらの事業は実施数が少なく偏在性が高いため東京開催が有効か。

○ 平成30年度において、経営戦略の意義や必要性を説明するとともに、策定済先行事例の紹介、策定に係る演習等を通じた策定能力の向上
による策定推進を目的とし、全国を８カ所のブロックに分けて総務省と地方公共団体金融機構との共催で「策定実務講習会」を試行実施。

○ 講習会の内容は、講演よりも演習を重視。（講演１時間、演習４時間）

【講演】 ①経営戦略策定の意義や必要性について＜総務省担当者＞

②先進事例紹介について＜開催地の策定済自治体担当者＞

【演習】 参加者４～６名のグループによる策定練習＜公認会計士等＞

①投資・財政計画の推計、②収支ギャップ解消・効果の試算等

【個別相談会】 講習会終了後、個別に相談がある者の相談に対応＜公認会計士等・総務省＞

現 状

【方策案②】

（参考）未策定団体の出席率

参加者総数

596名 29.2% （310団体／1,062団体）

※10月までに開催済みの６ブロック合計

未策定団体の出席率
（出席団体／未策定団体）

対応（案）

11

新たな通知（案）及びガイドラインの改訂について（周知徹底の方策つづき）【方策案①】

（課 題）

事業者組織が存在せず、そのため首長・管理者等の経営トップに対するアクセス機会のない事業についてどうするか。 10

会議名 主催者 開催時期 開催場所
（H30実績/予定）

自治体参加者
レベル

総務省出席者
レベル

形式
（講演/挨拶）

総務省
持ち時間

講演/挨拶以外に
可能な対応等

（ 法 適 ）
公営電気事業経営者会議定期
総会

公営電気事業経営者会
議

4月 東京都 管理者 審議官 挨拶 5分 資料配付の余地あり

（法非適） － － － － － － － － ※事業者組織がない

全国公営ガス事業者会議 日本ガス協会 11月 東京都 管理者
室長
課長補佐

挨拶
講演

5分
20分

資料配付は可

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － － ※事業者組織がない

－ － － － － － － － ※事業者組織がない

－ － － － － － － －

地方下水道協会総会 日本下水道協会 5月
苫小牧市　他
（全国７ブロック）

首長、管理者 室長 講演 15分
講演資料とは別に資料
配付の余地あり

日本下水道協会定時総会 日本下水道協会 6月 東京都 首長、管理者 室長 講演 20分
講演資料とは別に資料
配付の余地あり

全国町村下水道推進大会・研
究会議

日本下水道協会 7月
熊本県苓北町
（全国持ち回り）

首長、管理者 室長 講演 25分
講演資料とは別に資料
配付の余地あり

市町村の下水道事業を考える
首長懇談会

日本下水道協会 11月 東京都 首長、管理者 室長 講演 30分
講演資料とは別に資料
配付の余地あり

浄 化 槽 浄化槽トップセミナー
日本環境整備教育セン
ター

1月or2月
千葉市、静岡市
（全国持ち回り）

首長、市町村議
会議員

課長補佐 講演 30分
講演資料とは別に資料
配付の余地あり

集落 排水 － － － － － － － － ※事業者組織がない

※　首長、管理者を対象としている場合でも、担当部課長等が代理出席する場合がある。

下水道

ガ ス

公共下水道

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

事業区分

電　気

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場
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○ 公営企業は、その提供するサービスの対価としての料金収入により、将来の償還財源の確保が見込まれることから、借入財源で
ある公営企業債の起債が認められている。

○ このため、地方債同意等基準は「当該経費が合理的な期間内に、当該事業により生じる収入・・・によって、確実に回収されること
が見込まれると認められるもの」等としている。

○ 「経営戦略」の策定期限（平成32年度）までに９割以上の策定が見込まれ、残る団体にもより積極的な策定を促す趣旨から、平成
３３年度からの起債の同意等手続きにおいて収支相償を確認するための資料として「経営戦略」を明確に位置づけることとし、その
旨あらかじめ周知してはどうか。

■平成３０年度地方債同意等基準（H30総務省告示第149号）

第二 協議団体に係る同意基準
一 一般的同意基準
２ 地方債を財源とする事業
⑴ 公営企業（主としてその経費（一般会計又は他の特別会計からの繰入れ（以下「他会計繰入金」という。）に

よる収入をもって充てることとされている経費を除く。）を当該事業により生じる収入をもって充てることのでき
る事業をいう。以下同じ。）の財源に充てるための地方債（以下「公営企業債」という。）については、建設改
良費、準建設改良費等の公営企業に要する経費の財源とする場合であって、償還期限を定めない公営企
業債の場合を除き、当該経費が合理的な期間内に、当該事業により生じる収入及び合理的な範囲内にお
ける他会計繰入金等によって、確実に回収されることが見込まれると認められるものであること。

■平成３０年度地方債同意等基準運用要綱（H30.4.2総務副大臣通知）

一 一般的事項
４ 公営企業債の発行を予定している公営企業のうち、以下の事業については、事業開始後一定期間内におい
て収支相償する事業であることが収支計画（投資・財政計画）において確認できるものを対象とするものである
こと。
⑴ 赤字の事業（地方公営企業法（昭和27 年法律第292 号）を適用している事業（以下「法適用企業」という。）

にあっては繰越欠損金を有し、又は資金不足額（地財法第５条の４第３項に規定する資金の不足額をいう。
以下同じ。）を有する企業とし、地方公営企業法を適用していない事業（以下「法非適用企業」という。）に
あっては資金不足額を有する企業とする。）

⑵ 新規事業（新たに企業会計を設置し事業を開始する場合、大規模改築を行う場合等経営実態が大きく異
なることとなる場合を含む。）

⑶ 準建設改良費に充当する公営企業債を起こすこととしている事業
⑷ 建設改良費等以外の経費に充当する公営企業債を起こすこととしている事業

（現行の取扱い）

○ 現在の公営企業債の起債同意等
手続きに当たっては、同意等基準運
用要綱において、①赤字事業、②新
規事業の他、経営に大きな影響を与
える大規模建設投資、③準建設改良
費（資本費平準化債等）や④建設投
資以外の経費に充てる場合のみ、収
支相償を確認する資料として「収支
計画（投資・財政計画）」が定められ
ている。

○ 公営企業の全事業において根拠と
なる資料をもって収支相償を確認し
ていないのは、地方の自主性を高め
国の関与を極力廃するべきとの趣旨
に基づくもの。

○ 更に、当該取扱いについては、事務
連絡をもって「「経営戦略」を未だ策
定していない団体にあっては、・・・
「収支計画(※)」によること」とされて
いる。

⇒ 次頁参照。

起債協議に当たっての確認書類への位置づけ【方策案④】

経営戦略策定経費に対する地財措置の時限延長等

12

○ 未だ未策定の事業について、策定経費に対する地財措置廃止によるモチベーション低下を防ぐ一方、新たな通知等により
策定に向けた意識高揚を図るとともに、公営企業の経営改善に向けた取組に対する一般会計部門（特に財政部門）の積極
的な関与を促す趣旨から、当該地財措置の時限を策定期限である平成３２年度まで延長するべきではないか。

【現行の財政措置内容】

○ 措置内容：経営戦略策定に要する経費のうち、１／２を一般会計から

繰出し、その繰出した額の１／２について特別交付税措置。

○ 対象団体：都道府県、市区町村

○ 対象経費：以下のとおり

・先進団体視察、専門家等を交えた研究会の実施、専門家等の招へいに

要する経費

・「投資・財政計画」の策定に要する経費（「投資試算」「財源試算」の

シミュレーション、収支ギャップ解消策の検討 等）

・水道広域化の調査・検討に要する経費

・住民への普及・啓発活動等に要する経費

・その他事務雑費（印刷費、消耗品費等）

※経営戦略の改定に要する費用についても、上記のうち公営企業の抜本的

な改革（広域化・共同化・最適化、民間活用、事業廃止等）に伴い改定が

必要となる場合は対象に含める。

○ 措置期間：平成２８年度～平成３０年度

○ 対象経費の上限額：1,000万円（事業費ベース・複数年度通算）

なお、水道広域化の調査・検討に要する経費については、事業費

ベースの上限を2,500万円とする。

現 状

対応（案）

公営企業の経営戦略の策定状況（平成30年3月31日現在） （単位：事業）

　事業数 （構成比） 　事業数 （構成比）

1,852 1,792 (96.8%) 802 (43.3%)

150 144 (96.0%) 61 (40.7%)

82 74 (90.2%) 14 (17.1%)

92 80 (87.0%) 23 (25.0%)

23 22 (95.7%) 12 (52.2%)

3,574 3,487 (97.6%) 2,284 (63.9%)

998 836 (83.8%) 49 (4.9%)

6,771 6,435 (95.0%) 3,245 (47.9%)

「その他」は港湾整備、市場、と畜場、観光施設、宅地造成、駐車場

　事業数
うち策定済

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

H32年度までに策定予定

下 水 道

そ の 他

合 計

【経営戦略の策定状況】

○ 平成30年３月31日時点で、

平成32年度までに策定予定

の事業の割合は95.0%（6,771

事業中6,435事業）。

○ 策定済の事業の割合は

47.9% （ 6,771事業中3,245事

業）にとどまっている。

○ 更に、平成29年度中の策

定予定事業のうち実際に策

定を完了した事業は46.7％

（632事業中295事業）にとど

まることから今後も一定程度

遅れが予想される。

【方策案③】

平成29年度中に経営戦略を策定予定だった事業
（平成29年度経営戦略の策定状況等に関する調査より）

（単位：事業）

632 (100.0%) 295 (46.7%) 337 (53.3%)

平成29年度中の
策定予定事業

うち平成29年度内に
策定済

うち平成29年度内に
未策定

13
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経営戦略策定に係る実務講習会について

３．アンケート集計

①経営戦略策定の必要性について、首長や企業管理者等への国からの更なる説明や強い要請

②経営戦略策定のためのガイドラインの内容や策定手順に係る説明の充実

③経営戦略策定のノウハウを持った人材の派遣、実務研修会の実施

④経営戦略策定に係る費用負担に対する地方財政措置の充実

⑤その他 ①国の要請
18.5%

②説明の充実
46.1%

③人材派遣・

講習会実施
25.8%

④地財措置
6.8%

⑤その他
2.8%

総回答数
５７７

15

１０７

１４９

２６６

３９
１６

※主な回答
・策定期限（現行の平成３２年度中の策定）の延長
・水道事業、下水道事業以外の各事業に特化した講習会の開催
・策定支援に係る地方交付税措置の平成３２年度までの延長

（３） 経営戦略策定に当たっての国等の支援について

【参 考】

①＋②
64.6％

②＋③
71.9％

H30.10.30
経営戦略策定支援等に関する調査研究会
（第１回）資料３より抜粋（下線・注釈等追加）

【方策案①】

【方策案②】

【方策案③】

■起債予定額等の照会について（H30.4.2公営企業３課室事務連絡）

１ 簡易協議等手続について
（７） 平成30年度の簡易協議等手続における留意事項
① 「収支計画」の取扱い

平成30年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の４に該当する団体が作成する「収支計画」については、
「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年8月29日付総財公第107号、総財営第73号及び
総財準第83号）に定める様式第２号（投資・財政計画）によることとしますが、同通知に定める「経営戦略」を未
だ策定していない団体にあっては、平成29年度と同様、別添「簡易協議」ファイル中の「収支計画（※）」による
こととします。

（現行の取扱い）前頁つづき

○ 事務連絡にいう「収支計画(※)」は
書式としては、経営戦略における投
資・財政計画の書式（様式第２号）と
変わるところはないものの、その積
算に係る考え方や経営効率化その
他経営改革に係る取組など将来の
収支見通しに影響を与える事項など
は示されず、取組反映の有無も確認
できない。

○ 公営企業は、他会計繰入金の充てられる経費を除き、独立採算が求められていること。

○ 経営戦略は、公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画であること。

○ 経営戦略は、平成３２年度をその策定期限とし、現時点で９５％の事業で策定完了が見込まれていること。

⇒ 以上の状況を踏まえ、平成３３年度からの公営企業債の同意等手続きにおいて、当該起債及び対象経費が「経営戦略」に
位置づけられ、収支相償が確認されることを同意の要件とすることとし、その旨通知をもって予め周知してはどうか。

【論点】

○ 収支相償等を確認する対象事業は、現行のとおり赤字事業等に限定すべきか。

○ 現時点で策定時期が未定の事業、策定作業が遅れて平成３２年度中に間に合わない事業に対する経過措置が必要か。

【留意事項】

○ 過去において、経営戦略を起債手続きに当たっての確認書類に位置づけることを検討したが、起債の要件化までは難しいと
の判断から見送られている。

⇒ 策定率１００％を目指し、かつ、その達成が概ね見込まれる状況であれば、確認書類と位置づけることは可能ではないか。

起債協議に当たっての確認書類への位置づけ（つづき）【方策案④】

14

対応（案）
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経営戦略策定実務講習会 
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50（白）



 

 

経営戦略策定実務講習会の実施概要について 

 

１ 目 的  

総務省では投資水準の見直しや必要な財源の確保、組織効率化・人材育成、

広域化等・民間活用、ICT の活用などの取組方針を反映した投資・財政計画 

を中心に、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基

盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることを要請しており、経営戦略の

意義や必要性を改めて説明するとともに、策定済先行事例の紹介、策定に係

る演習等を通じた経営戦略の策定推進を目的とする。 

 

２ 主 催 

総務省と地方公共団体金融機構との共催 

 

３ プログラム 

【講演】 

① 経営戦略策定の意義や必要性について総務省担当者から講演 

② 策定済先行事例について開催地自治体担当者から講演 

【演習】 

① 参加者を４～６名のグループに分け、有識者講師による策定練習（投

資・財政計画の推計、収支ギャップ解消・効果の試算）を実施 

② 有識者講師による個別相談を実施 

 

４ 開催状況 

ブロック 開催地 開催日 参加人数 

北海道 北海道札幌市 8 月 7 日 90 名 

東 北 福島県福島市 9 月 12 日 63 名 

関 東 神奈川県横浜市 7 月 26 日 149 名 

北陸・近畿 福井県福井市 12 月 6 日 49 名 

中部・東海 愛知県名古屋市 9 月 3 日 118 名 

九 州 鹿児島県鹿児島市 8 月 28 日 108 名 

沖 縄 沖縄県那覇市 10 月 2 日 68 名 

 ※ 中国・四国ブロック（広島県開催）は日程調整がつかず年度内開催を見送り。 

 個々の開催状況は別添プログラムのとおり。 

（｢事例紹介｣については団体提出資料がある場合のみ添付） 
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（北海道会場） 

 
平成 30 年８月７日（火）10:00～17:00 

北海道水産ビル（第２水産ビル）３階 ３Ｇ会議室 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性

や策定に向けたガイド

ラインの概要をご説明

します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

係長 

小池 智広 

10:30～11:00 30 分 【講演】 

経営戦略事例紹介 

策定済の経営戦略につ

いて、策定事例をご紹介

します。 

中空知広域水道企業

団営業課 副主幹 

金子 和史 氏 

11:00～12:00 60 分 【講演】 

公営企業の経営改革と戦

略づくり 

公営企業の経営や、経営

戦略をつくるねらいに

ついてご説明します。 

北海道大学大学院公共政

策学研究センター研究員 

遠藤 誠作 氏 

12:00～13:00  昼食   

13:00～13:30 30 分 【講演】 

公営企業の経営改革と戦

略づくり 

同上 遠藤 誠作 氏 

 

13:30～14:30 60 分 【演習】 

グループ討議①、講評 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略策定に

関する討議を行います。 

遠藤 誠作 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～15:45 60 分 【演習】 

グループ討議②、講評 

同上 遠藤 誠作 氏 

 

15:45～16:00 15 分 【演習】 

全体講評 

講師より、演習全体を通

した講評を行います。 

遠藤 誠作 氏 

16:00～16:30 

 

 

16:30 

30 分 事前質問への回答 

 

 

【閉会】 

事前質問を踏まえた質

疑応答を行います。 

小池 智広 

遠藤 誠作 氏 

金子 和史 氏 

     

（オプション） 

16:30～17:00 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での

相談会を行います。 

小池 智広 

遠藤 誠作 氏 

         

※参加人数 90 名 
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経営戦略実務者講習会・事例紹介 

 

３０．８．７ 北海道水産ビル 

説明者：中空知広域水道企業団 

 営業課 副主幹 金子 和史 

 

１ 当企業団での経営戦略策定概略 

 ア 策定の経過 

  平成 29 年６月 アセットマネジメントを完成（財政収支 H31～H70、資産管理 H28～H127） 

  平成 30 年２月 経営戦略策定～（概要は別紙のとおり） 

  平成 30 年５月～水道事業ビジョン策定検討会議の立ち上げ 

 （平成 31 年２月 水道事業ビジョン策定・同時に経営戦略の一部修正）※予定 

 イ 主要な作業工程 

  ①アセットマネジメントをベースに建設改良費を積み上げ 

  ②10 年間の収支を決算ベースで個別に他の事業費を積み上げ 

③社人研の人口推計で将来水量を予測し水道料金を推計 

④40 年間の資金調達計画のシミュレーションで負担のリバランス 

⑤経営アドバイザー派遣事業で中間的に進行状況を総括 

⑥構成市町の首長や理事者、関係所管と協議 

⑦議員に対しては議員研修会を実施、本会議では行政報告 

 

２ 経営戦略策定経験上の課題・心がけ・ポイント 

  ①目の前の木を見る前に、森全体を見てみよう 

  ②いつの時代を生きる人にも、負担は常に公平に 

  ③外なる改革の取り組みは、内なる改革を見せてから 

④本来あるべき一歩目は、更新資産の正確な把握 

⑤起債充当率、償還期間、利率の設定は超重要 

⑥将来にわたり責任を持った計画作りは担当部署の覚悟ひとつ 

⑦人口はどこも先細り。今やるべきことを先送りしない！ 
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（福島会場） 

 
平成 30 年９月 12 日（水）10:00～16:30 

ホテル福島グリーンパレス 東の間 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性

や策定に向けたガイド

ラインの概要をご説明

します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

理事官 

森山 正之 

10:30～11:00 30 分 【講演】 

経営戦略事例紹介 

策定済の経営戦略につ

いて、策定事例をご紹介

いたします。 

本宮市 

上下水道課 

副主査 

鹿野 和明 氏 

11:00～12:00 60 分 【演習】 

経営戦略の策定におけ

る現状と課題について 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略策定に

関する討議を行います。 

公認会計士 

渡邉 浩志 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:15 75 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略を策定

する上でのポイントを

ご説明いたします。 

渡邉 浩志 氏 

 

14:15～14:25 10 分 休憩   

14:25～15:40 75 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

同上 渡邉 浩志 氏 

 

 

15:40～16:00 

 

 

16:00 

20 分 質疑応答 

 

 

【閉会】 

事前質問への回答及び

講習会を通じた質疑応

答を行います。 

森山 正之 

渡邉 浩志 氏 

     

（オプション） 

16:00～16:30 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での

相談会を行います。 

森山 正之 

渡邉 浩志 氏 

 

※参加人数 63 名  

平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（神奈川会場）  

 
平成 30 年７月 26 日（木）10:00～17:00 

横浜ワールドポーターズ イベントホール A 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性

や策定に向けたガイド

ラインの概要をご説明

します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

理事官 

森山 正之 

10:30～12:00 90 分 【講演】 

公営企業の経営改革と戦

略づくり 

経営戦略事例紹介 

経営戦略をつくるねら

いや、策定済の経営戦略

についてご説明いたし

ます。 

北海道大学大学院

公共政策学研究セ

ンター研究員 

遠藤 誠作 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:30 90 分 【演習】 

演習内容の説明、グルー

プ討議（担当事業の課題

と対策） 等 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略の策定

に関する討議を行って

いただきます。 

遠藤 誠作 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～16:00 75 分 【演習】 

グループ討議、講師から

の講評 等 

同上 遠藤 誠作 氏 

 

16:00～16:30 

 

16:30 

30 分 事前質問への回答 

 

【閉会】 

事前質問を踏まえた質

疑応答を行います。 

森山 正之 

遠藤 誠作 氏 

     

（オプション） 

16:30～17:00 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での

相談会を行います。 

森山 正之 

遠藤 誠作 氏 

 

※参加人数 149 名 
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（神奈川会場）  

 
平成 30 年７月 26 日（木）10:00～17:00 

横浜ワールドポーターズ イベントホール A 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性

や策定に向けたガイド

ラインの概要をご説明

します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

理事官 

森山 正之 

10:30～12:00 90 分 【講演】 

公営企業の経営改革と戦

略づくり 

経営戦略事例紹介 

経営戦略をつくるねら

いや、策定済の経営戦略

についてご説明いたし

ます。 

北海道大学大学院

公共政策学研究セ

ンター研究員 

遠藤 誠作 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:30 90 分 【演習】 

演習内容の説明、グルー

プ討議（担当事業の課題

と対策） 等 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略の策定

に関する討議を行って

いただきます。 

遠藤 誠作 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～16:00 75 分 【演習】 

グループ討議、講師から

の講評 等 

同上 遠藤 誠作 氏 

 

16:00～16:30 

 

16:30 

30 分 事前質問への回答 

 

【閉会】 

事前質問を踏まえた質

疑応答を行います。 

森山 正之 

遠藤 誠作 氏 

     

（オプション） 

16:30～17:00 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での

相談会を行います。 

森山 正之 

遠藤 誠作 氏 

 

※参加人数 149 名 
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（福井会場） 

 
平成 30 年 12 月 6 日（木）10:00～17:00 

福井県繊協ビル ８階 ８０１号室Ａ 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性や策定

に向けたガイドラインの概要

をご説明します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

理事官 

森山 正之 

10:30～11:00 30 分 【講演】 

経営戦略事例紹介 

策定済の経営戦略について、

策定事例をご紹介いたしま

す。 

福井市 

農村整備課 

主事 

梅田 佳孝 氏 

11:00～12:00 60 分 【演習】 

経営戦略の策定におけ

る現状と課題について 

演習（グループワーク）形式

で、経営戦略策定に関する討

議を行います。 

公認会計士 

渡邉 浩志 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:30 90 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

演習（グループワーク）形式

で、経営戦略を策定する上で

のポイントをご説明いたしま

す。 

渡邉 浩志 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～16:15 90 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

同上 渡邉 浩志 氏 

 

 

16:15～16:30 

 

 

16:30 

15 分 質疑応答 

 

 

【閉会】 

事前質問への回答及び講習会

を通じた質疑応答を行いま

す。 

森山 正之 

渡邉 浩志 氏 

     

（オプション） 

16:30～17:00 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での相談

会を行います。 

森山 正之 

渡邉 浩志 氏 

 

  ※参加人数 49 名     
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（愛知会場）  

 
平成 30 年 9 月 3 日（月）10:00～16:45 

アイリス愛知 2 階コスモス 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性

や策定に向けたガイド

ラインの概要をご説明

します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

係長 

小池 智広 

10:30～11:00 30 分 【講演】 

経営戦略事例紹介 

策定済の経営戦略につ

いて、策定事例をご紹介

いたします。 

豊田市 

経営管理課 

池田 浩司 氏 

11:00～12:00 60 分 【演習】 

経営戦略の策定におけ

る現状と課題について 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略策定に

関する討議を行います。 

公認会計士 

渡邉 浩志 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:30 90 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略を策定

する上でのポイントを

ご説明いたします。 

渡邉 浩志 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～16:00 75 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

同上 渡邉 浩志 氏 

 

 

16:00～16:15 

 

16:15 

15 分 事前質問への回答 

 

【閉会】 

事前質問を踏まえた質

疑応答を行います。 

小池 智広 

渡邉 浩志 氏 

     

（オプション） 

16:15～16:45 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での

相談会を行います。 

小池 智広 

渡邉 浩志 氏 

池田 浩司 氏 

 

※参加人数 118 名 

資料 61

61



 

経営戦略実務講習会・事例紹介 
平成３０年９⽉３⽇（⽉） 

豊⽥市上下⽔道局経営管理課 池⽥ 
 
 
１ 策定の経緯 
  ⽔道事業の⾼料⾦対策に係る地⽅交付税措置 

→平成 28 年度中の策定が要件 
 
 
２ 策定に⾄るまで 
  ・影響額の試算 
  ・経営戦略策定に関する予算… 
  ・スケジュール、作業メンバーは… 
 
 
３ 策定の過程 

・各種計画等の収集と分析 
  ・議会説明と市⺠への公表 
 
 
４ 活⽤と今後 
  ・どうやって活⽤していくか 
  ・アセットマネジメント本格運⽤による⾒直し 
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（鹿児島会場） 

 
平成 30 年８月 28 日（火）10:00～17:00 

ホテルウェルビューかごしま ２階 潮騒 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性

や策定に向けたガイド

ラインの概要をご説明

します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

係長 

小池 智広 

10:30～11:00 30 分 【講演】 

経営戦略事例紹介 

策定済の経営戦略につ

いて、策定事例をご紹介

いたします。 

鹿児島市水道局 

経営管理課主幹 

岩元 育朗 氏 

11:00～12:00 60 分 【演習】 

経営戦略の策定におけ

る現状と課題について 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略策定に

関する討議を行います。 

公認会計士 

渡邉 浩志 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:30 90 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

演習（グループワーク）

形式で、経営戦略を策定

する上でのポイントを

ご説明いたします。 

渡邉 浩志 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～16:00 75 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

同上 渡邉 浩志 氏 

 

 

16:00～16:30 

 

16:30 

30 分 質疑応答 

 

【閉会】 

講習会を通じた質疑応

答を行います。 

小池 智広 

渡邉 浩志 氏 

     

（オプション） 

16:30～17:00 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での

相談会を行います。 

小池 智広 

渡邉 浩志 氏 

 

※参加人数 108 名 
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平成 30 年度 経営戦略策定実務講習会（沖縄会場） 

 
平成 30 年 10 月 2 日（火）10:00～17:00 

沖縄県庁 ４階講堂 

【プログラム】 

時間 所要 内容 説明 講師（説明者） 

10:00 

10:00～10:30 

 

30 分 

【開会】 

【講演】 

経営戦略の策定推進につ

いて 

 

経営戦略策定の必要性や策定

に向けたガイドラインの概要

をご説明します。 

 

総務省自治財政局 

公営企業課 

理事官 

森山 正之 

10:30～11:00 30 分 【講演】 

経営戦略事例紹介 

策定済の経営戦略について、

策定事例をご紹介いたしま

す。 

糸満市 

国民健康保険課 

伊敷 勝 氏 

11:00～12:00 60 分 【演習】 

経営戦略の策定におけ

る現状と課題について 

演習（グループワーク）形式

で、経営戦略策定に関する討

議を行います。 

公認会計士 

渡邉 浩志 氏 

 

12:00～13:00  昼食   

13:00～14:30 90 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

演習（グループワーク）形式

で、経営戦略を策定する上で

のポイントをご説明いたしま

す。 

渡邉 浩志 氏 

 

14:30～14:45 15 分 休憩   

14:45～16:15 90 分 【演習】 

策定の練習（投資・財政

計画の推計、収支ギャッ

プ解消・効果の試算等） 

同上 渡邉 浩志 氏 

 

 

16:15～16:30 

 

 

16:30 

15 分 質疑応答 

 

 

【閉会】 

事前質問への回答及び講習会

を通じた質疑応答を行いま

す。 

森山 正之 

渡邉 浩志 氏 

     

（オプション） 

16:30～17:00 

 

30 分 

 

個別相談会 

講習会終了後、個別での相談

会を行います。 

森山 正之 

渡邉 浩志 氏 

 

※参加人数 68 名     
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経営戦略実務者講習会・事例紹介 
 

日 時 平成３０年１０月２日（火） 
                     説明者 糸満市 伊敷 勝 

 
1 経営戦略策定上の課題・ポイント 

①現状資産及び更新資産の正確な把握（健全度・延長等・整備計画・・・） 
②総務・経理部門と工事・管理部門との連携した取組み 

  ③アセットマネジメントと連動した取組み 
  ④人口減少は確実にやってくる。見据えた計画を！ 
  ⑤歳入はシビアに歳出は最大に！（楽観視は禁物） 
  ⑥経営戦略確認リストもれの要記載 
   
 
2 糸満市での経営戦略策定概略 
ア 策定の経過 
平成２９年１０月 アセットマネジメントに着手 
平成３０年１月  アセットマネジメントを完成 
（財政収支、整備計画、資産管理 H２９～H６２＝３４カ年計画） 
平成３０年  １月 経営戦略着手 
平成３０年  ３月 経営戦略策定 
（H２９～H４３=１５カ年計画） 

 
 イ 主要な作業工程 
   ①社人研の人口推計を活用し、将来の水量を予測し水道料金を推計 

②アセットマネジメントをベースに水道施設健全度・整備総延長・更新事業 
費を積上げ 

③現状分析（経営・組織等） 
④水道ビジョンに基づく今後の経営方針（１～１５施策） 
⑤アセットマネジメントをベースに建設改良費（１５カ年）を積上げ 
⑥上記１５か年計画の資金調達検証 
⑦①～⑥を踏まえ１５年間の３条・４条予算等の収支を決算ベースで積上げ  
⑧料金体系等のあり方 
⑨効率化経営健全化の取組み 
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